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全体集会日程 

 
日時 全体集会 
    2023年１月21日（土）13：00～16：40〔連合会館大会議室〕 
              ＊受付開始12：00 
    分科会 
       １月22日（日）09：00～12：00〔連合会館201・401・402・404会議室〕 
 12：00～ 受付開始 
 13：00～ 全体集会       司 会 平 間 英 基 事務局次長 
      あいさつ 
       公共サービス民間労組評議会 橋 本 武 朋 議   長 
       自治労本部         藤 森 久 次 副 委 員 長 ＊web参加 

       全国一般評議会       福 島 憲 一 議   長 ＊web参加 
       来  賓          岸   まきこ 参議院議員（組織内） 
                             ＊web参加 
                     鬼 木 まこと 参議院議員（組織内） 
 13：40～ 本部提起 
       公共民間評・2023春闘の取り組み方針（案） 
                     比田井   修 事 務 局 長 
 14：00～ 質疑・討論 
 14：15～ 休  憩 
 14：30～ 講演「職場の安全衛生：労使の役割について（仮）」 
              講師・産業医 山 名 隼 人 医   師 
      質疑・応答   
 15：40～ 休  憩 
 15：50～ 取り組み報告①岐阜県住宅供給公社労組 
                     鷲 見   顕 執行委員長 
      取り組み報告②日本クリスチャンアカデミー労組 
                     都 木 かおり 書 記 長 
                     ＊Zoomによる報告 
 16：30  まとめ、団結ガンバロー 
 16：40  終  了   
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分 科 会 日 程 

 
日時 2023年１月22日（日）09：00～12：00 
場所 連合会館 201・401・402・404会議室 
 
 ① 第１分科会 
   テーマ：指定管理者制度・委託契約制度の問題と課題 
   会 場：連合会館内 402会議室 
 ② 第２分科会 
   テーマ：介護・福祉職場の現状と課題 
   会 場：連合会館内 401会議室 
 ③ 第３分科会 
   テーマ：組合活動の活性化 
   会 場：連合会館内 201会議室 
 ④ 第４分科会 
   テーマ：組織内および協力議員との連携について 
   会 場：連合会館内 404会議室 
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公共サービス民間労組評議会・2023春闘の取り組み方針 
 

  1. 公共サービス民間労組評議会の2023春闘の基調と課題 

 

〔１〕取り組みの基調 

(１) 自治労の2023春闘方針のポイントは、次の通りです。 

  ① 公務職場の賃金・労働条件改善 

   ・賃金の運用改善にむけ少なくとも「１単組・１要求」を行うこと 

   ・公共サービスに携わる人員の確保 

   ・中途採用職員の処遇改善にむけた総点検 

  ② 2022春闘期に決着をめざす民間職場の賃金・労働条件の改善 

  ③ 「公共サービスにもっと投資を！」キャンペーンの全国展開 

 

(２) 公共サービス民間労組評議会（以下、公民評）は、自治労方針を踏まえ、春闘を年

間賃金闘争サイクルのスタートとして位置づけ、全ての単組で要求書を提出し、交渉

を行うことを確認し、春闘の取り組みを進めてきました。 

   2022春闘における公共民間単組の交渉等の状況は、要求書提出186単組・25％（前

年210単組・26％）、交渉実施136単組・18％（前年145単組・18％）、妥結72単組・

10％（前年83単組・10％）であり、すべての項目で単組数が低下しています。新型コ

ロナウイルス感染症の影響による単組活動の停滞が続いていることに加え、単組役員

の単年度任期などによる力量の低下が影響していると考えられます。 

 

(３) 公民評に結集する単組のうち春闘期に労働条件を決定する単組は２割程度に留まっ

ており、春闘に結集する意味を見出せていない単組が増加していることが要求書提出

率等の低下の要因だとすれば、あらためて春闘をたたかう意義を全体で意思統一する

必要があります。一方、指定管理職場・委託職場では自治体からの受託料や委託費が

確定した４月以降に交渉が行われることから、春闘期の調査(３月末締切)では反映さ

れないことを考慮し、調査時期を変更する必要があります。 

   公民評では、規模が小さい、組織率が高くない単組が多いことから、単組活動の経

験の蓄積や労使関係がまだ成熟していない単組が少なくありません。また、最近では

活動が停滞していること理由に解散・脱退する単組もあります。それだけに県本部・

県本部評議会等は、単組活動チェックリストを活用し、単組ごとの活動状況や傾向、

問題意識の共有化を行うなど必要に応じた支援や交流の場を設けることが必要です。 

   とりわけ、指定管理職場・委託職場については、自治体単組の理解と協力を進める

ためにも、県本部・県本部評議会等が、自治体単組と指定管理職場・委託職場単組に
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スローガンと主要な取り組み事項について 

 

 すべての単組は職場要求討議を行い、春闘期から要求提出・交渉を進め、 

雇用、賃金・労働条件、公共サービスの維持・改善をはかろう！ 

 

1. これまでの取り組みの検証と春闘をたたかう意義の意思統一 

 ① 単組・県本部は、この間の春闘期における取り組みの総括に基づき、春闘方針

を確立します。 

 ② 県本部は春闘集会・学習会を開催し、各単組との意思統一をはかります。ま

た、春闘期に妥結する単組を中心に職場オルグを実施します。 

 ③ 県本部評議会の機能を高め、県本部と単組、単組間の連携を強化します。 

 

2. 全単組での要求書の提出と交渉の実施 

 ① 全単組で要求書を作成し、要求書の提出・交渉を実施します。 

   要求書の作成にあたっては、要求モデルを参考としつつ、職場の課題や組合員

の声が確実に反映されたものとなるよう意見集約等をしっかりと行います。ま

た、関係自治体との意見交換の場を設定するなど、県本部・関係自治体単組との

連携をはかります。  

 ② 秋闘期に妥結する単組についても、必ず春闘で要求書を提出し、交渉を実施し

ます。 

 ③ 本部は県本部の取り組み状況をふまえ、全国幹事を中心に各県へのオルグ等の

支援を行います。 

 ④ 各県においては、全国一般との交流・共同行動を行い、地域労働運動強化をめ

ざします。 

 

3. 単組活動チェックリストの活用 

 ① 県本部評議会は、春闘期の学習会等の場を通じて、単組活動チェックリストを

活用し、単組活動ができているか、停滞していないかを把握します。 

 ② 県本部は、記入結果の点検を行い、単組活動が十分にできていない単組につい

ては、県本部公民評担当役職員等が個別にヒアリング調査を実施します。 

 ③ 県本部は、県内単組の状況を把握し、セミナーや交流会を開催するなどの対応

を工夫します。  

 ④ 単組は、執行委員会等で単組活動チェックリストを活用し、明らかとなった課

題について執行委員間で共有し、次年度の年間行動計画に反映します。 
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よる対策会議等を設置し、自治体単組と公共民間単組の職場実態や課題を共有する必

要があります。 

 

(４) 2022年８月に開催した第32回公民評総会においても「『要求・交渉・妥結』の運動

サイクルの確立と実践を通じた単組の自立的・主体的運営に向けた組織強化」を重点

課題として設定しています。2023春闘においても、春闘を年間賃金闘争サイクルのス

タートと位置づけ、すべての単組で春闘に結集する意義を十分に意思統一した上で、

要求書提出・労使交渉・労働協約の締結を行います。 

   2023春闘を取り組むにあたって、県本部・単組は、「単組の主体的運動・組織力量

の低下」「評議会運動を通じての単組間連携の希薄化」「県本部と公共民間単組の支

援・連携のあり方」等々の課題について、この間の取り組みを総括・検証し、その克

服にむけた議論と取り組みを行います。 

   その上で、「なぜ、春闘に結集するのか」について十分な意思統一を行い、組合員

一人ひとりの声が要求を形づけるという意識を促すため「あなたの声ではじまる春闘」

をスローガンに、具体的な春闘要求につなげます。 

   秋闘期に賃金等を決定する単組においても、春闘期に要求書を提出し、労使間ルー

ルの確認や人員確保など、職場の課題や労働条件に係る問題を要求・交渉して秋につ

なげ、通年的な交渉体制を確立します。 

   妥結時期がいつかに関わらず、要求書を提出し、交渉を実施することを評議会に結

集するすべての単組で実践します。 

 

(５) 公共民間職場では新型コロナウイルス感染症に対応し、住民に安心・安全な公共

サービスを提供するため、感染予防対策を講じてきました。引き続き感染症予防対策

の強化を求めます。また、今回の新興感染症や大規模災害など、事業者の責によらな

い理由による経費増や収入減によって、労働者の賃金削減等が行われることのないよ

う自治体単組と連携して取り組みます。 

 

(６) 「公共サービスにもっと投資を！」キャンペーンへの参加 

   自治労が一昨年から取り組んでいる「公共サービスにもっと投資を！」キャンペー

ンに公共民間単組も取り組みます。 

   「エッセンシャルワーク」である公共サービスと公共サービス労働者の重要性と存

在価値を、社会に理解してもらうことを目的にキャンペーンに取り組み、公共サービ

スを提供する労働者の環境を改善するためには、もっと「投資」すること（予算を配

分すること）が必要であることを世論に訴えます。単組は、県本部や地方連合会等と

連携し本部作成の動画およびアピールボード等活用した街宣行動を展開し世論にア

ピールします。 
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2. 全単組での要求書の提出と交渉の実施 
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よる対策会議等を設置し、自治体単組と公共民間単組の職場実態や課題を共有する必

要があります。 
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い理由による経費増や収入減によって、労働者の賃金削減等が行われることのないよ

う自治体単組と連携して取り組みます。 

 

(６) 「公共サービスにもっと投資を！」キャンペーンへの参加 

   自治労が一昨年から取り組んでいる「公共サービスにもっと投資を！」キャンペー

ンに公共民間単組も取り組みます。 

   「エッセンシャルワーク」である公共サービスと公共サービス労働者の重要性と存

在価値を、社会に理解してもらうことを目的にキャンペーンに取り組み、公共サービ

スを提供する労働者の環境を改善するためには、もっと「投資」すること（予算を配

分すること）が必要であることを世論に訴えます。単組は、県本部や地方連合会等と

連携し本部作成の動画およびアピールボード等活用した街宣行動を展開し世論にア

ピールします。 

－ 9－
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 ・2022年10月の消費者物価総合指数は月対前年比プラス3.6％高。11月に入

り、食料品などの身の回りの品は６％上がるなど40年８か月ぶりの伸び率と

なっている。2023年度はプラス１％半ばの予想がされ、それを考慮する。 

 ・労働者の賃金は1997年をピークに下がり続け、いまだに回復していない。国

税庁の「2021年分民間給与実態統計調査結果」によると、2021年の日本の平

均給与は443万円で前年比プラス2.48％と３年ぶりに増加に転じている。人

手不足で、労働力確保・定着化こそ中小企業経営の最大の課題であり、賃金

水準の回復、実質賃金の引上げが必要である。 

 ・医療・介護など社会保障にかかわる費用負担が増えている。老後に備えた対

策が求められる。 

③ 「格差是正・配分の歪み」として今年度は2,000円以上を要求。 

 ＜内訳＞ 

 ・「連合加盟組合全体の平均賃金は約30万円であり、公共民間組合員の平均賃

金との差は約５万円ある。この差を一気に解消することは困難であるため、

今年度は５万円×４％＝2,000円以上を要求していく。 

④ パートタイム労働者を含む公共民間労働者の均等待遇をめざし、企業内最低

賃金の協約化 

  （要求基準：月額169,800円＜国公行一１級17号俸相当額、高卒初任給＞日

額8,500円、時間給1,096円以上）を確立します。ただし、時給については、連

合方針を踏まえ1,150円以上をめざします。 

 
 

 

(３) 自治体準拠単組における賃金改善にむけた取り組み 

   人事院は月例給および一時金の引上げ勧告を行い、地方においてもすべての人事委

員会でほぼ同様の引上げ勧告を行いました。自治体準拠単組は、勧告内容を踏まえた

上で労使交渉を実施し賃金改善につなげます。 

   また、人事評価制度の導入については、労働組合との事前協議、交渉を実施し、合

意に基づかない制度導入は断固阻止するよう取り組みます。 

 

(４) 働き方改革関連法を踏まえた時間外勤務の縮減と総労働時間の短縮にむけた取り組

み 

   組合は、長時間労働の是正とワークライフバランスの確立をめざして、適切な人員

配置や業務のあり方の見直しを求めることが基本です。 

   時間外労働の上限規制が導入されたことから、単組は36協定を点検し、点検を踏ま

えた見直しに取り組みます。36協定締結にあたっては、上限時間として、１日２時間、

４週24時間、３ヵ月50時間、年間150時間をめざし、少なくとも改正労基法に定める

4 

〔２〕具体的課題 

(１) 事前協議・同意協定確立、不当労働行為をなくし、労働組合権利の確立 

  ① 労働協約や就業規則などの一方的改悪を許さず、労働条件の変更にあたっては労

使による事前協議を行い、労働組合の同意を得ることの協約化をはかります。 

  ② 団体交渉拒否、組合役員・活動家の解雇など不当労働行為を許さず、正常な労使

関係の確立を進めます。 

  ③ 時間内組合活動、組合活動休暇制度の確立・協約化を進めます。 

 

(２) 「賃金カーブ維持分＋賃金改善分（生活維持向上分＋格差是正分）＝16,500円」以

上の賃上げ、代表職群賃金確立、自治体最低賃金の協約化 

  ① 公共サービス民間労働者の賃金については、同一・類似の自治体労働者と同一賃

金という基本的考え方から、公務・民間を横断する地域公共サービス労働者の賃金

形成をめざします。 

  ② 賃金引き上げの要求目安 

   1) 賃金カーブ維持分を算定可能な組合（賃金表が確立している組合など） 

    【「賃金カーブ維持分＋賃金改善分16,500円」以上】 

      公共民間評議会の2022年賃金実態調査における実在者賃金（第３四分位値回

帰値）に、2023連合方針（中小組合の取り組み）を踏まえ、「賃金カーブ維持

相当分4,500円＋賃金改善分(生活維持・向上分10,000円＋格差是正分2,000

円)16,500円」以上の確保をはかります。 

   2) 賃金カーブ維持分が算定困難な組合（賃金表が確立していない組合など） 

    【賃金カーブ維持相当分4,500円＋賃金改善分12,000円以上】 

      賃金カーブ維持相当分4,500円に賃金改善分(生活維持・向上分＋格差是正

分)12,000円（連合中小組合の取り組み）を加えた水準を要求目安とします。 
 

 

【解説】 

① 「賃金カーブ維持分」として4,500円の確保。 

 ＜内訳＞ 

 ・連合は、「2022地域ミニマム運動」（全産業・規模300人未満、男女計）に

よる中位値の「１年・１歳間差」（全産業・300人未満・18－45歳の男女

計）の平均が4,214円（前年4,400円）であることから、「賃金カーブ維持

分」を4,500円としている。 

② 「生活の維持・向上分」として、中小組合平均賃金250,000円×４％＝

10,000円以上を要求。 

 ＜内訳＞ 

－ 10 －
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防止にむけた対策を講じるよう要求します。 

  ④ 2025年まで延長された次世代育成支援対策法に基づき、男女がともに働く職場環

境の整備を進めます。育児・介護休業法の改正を踏まえ、育児休業を取得しやすい

雇用環境の整備や有期労働者の取得要件の緩和を求めます（2022年４月施行）。ま

た、出生時育児休業（産後パパ休業）の創設や育児休業の分割取得の制度化を要求

します（2022年10月施行）。 

  ⑤ 国家公務員は、2022年１月から、１年に付き５日の不妊治療のための休暇（有給）

が、体外受精や顕微授精などで頻繁な通院が必要とされる場合は、更に５日の休暇

が設けられることになりました。地方公務員についても、総務省が同様の措置を求

めていることから労働条件が自治体に準拠している職場では不妊治療休暇の新設を

求めます。 

  ⑥ 障害のある職員、LGBTQ＋などの性的少数者が必要とする配慮や働くための環境

整備を求めます。 

 

(７) 高齢者雇用継続制度の協約化 

   2021年４月から改正高年齢者雇用安定法が施行され、65歳までの雇用確保義務と70

歳までの就業機会を確保することが努力義務となりました。 

   65歳までの定年引き上げを実現するとともに、70歳までの定年引上げや継続雇用の

確立を求めます。 

   また、60歳以降の雇用形態や賃金（退職手当含む）、労働条件等については、対象

者等の意見を反映させるため、十分な職場討議を行ったうえで労使交渉を実施し、合

意をもって決定することを基本とします。 

 

(８) 同一労働同一賃金を踏まえたパート職員・派遣労働者の労働条件の改善 

  ① 単組は、同一労働同一賃金ガイドラインなどを踏まえ、短時間・有期雇用労働者

の労働条件を点検し、不合理な格差等について、早急な改善を求めます。 

  ② 具体的には、「同一労働同一賃金の法整備を踏まえた簡易チェックリスト（連合

作成）を活用し、すべての待遇を点検し、待遇毎の目的や性質を確認するとととも

に、職務内容などの違いを確認して、不合理な待遇差の早急な改善を要求します。 

   １）パート・有期雇用労働者を雇用する場合は、賃金・労働時間など労働条件を明

記した「雇い入れ通知書」を交付し、雇用管理の改善措置の内容を説明すること。

その際、「昇給・昇格の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」「相談窓口」

を明示すること。 

   ２）パート・有期雇用労働者を対象にした就業規則を設けること。その際、事業所

のパート職員の過半数代表の意見を聴くこと。 

   ３）職務の内容、人材活用の仕組みが正規労働者と同様であるパート・有期雇用労

6 

限度時間（月45時間、年間360時間）の範囲内とするよう求めます。 

   また、年５日の年次有給休暇の取得が企業に義務付けられました。年次有給休暇の

取得促進にむけて、職場における取得状況を労使で点検し、職場の労働者が全員偏り

なく年次有給休暇を取得できるよう、取得５日未満者をなくす取り組みはもとより、

年次有給休暇100％取得に取り組みます。また、労働者の取得時季の希望を聴取し、

取得時季を使用者が一方的に指定することのないよう求めます。 

   勤務間インターバル制度については、ＥＵ労働時間指令と同様、最低11時間の休息

時間の設定や繰り下げた時間分を勤務したものとみなすなど、導入にあたっての制度

整備にむけて労使で検討を行います。 

 

(５) 労働契約法を活用した非正規労働者の雇用安定と格差是正にむけた取り組み 

   労働契約法18条に基づき、有期契約労働者の無期転換申込権が発生していることか

ら、無期転換ルールの適正な運用を求めます。 

   評議会として、あらためて法律の周知を徹底し、労働協約、就業規則、労働条件通

知書を点検するとともに「改正労働契約法を活用した取り組み指針」を活用し、①不

合理な雇止めの禁止、②不合理な労働条件の是正、③有期契約労働者に対する無期転

換ルールの周知、④有期から無期契約への転換の取り組みを強化します。また労契法

を最大活用する観点から無期化の前に不合理格差是正を行うなど取り組みの組み立て

にも十分留意します。加えて、契約期間５年に至る前の雇止めや就業規則の見直しな

ど、無期転換を避ける脱法的な取り扱いをさせない取り組みを強めます。 

   また、新しく無期転換した労働者と以前から無期雇用の労働者との待遇差について

も、点検し不合理な待遇差の是正に取り組みます。取り組みにあたっては、「非正規

労働者の仲間作り」方針を十分に意識し、雇用安定・労働条件の改善、そして「仲間

作り＝組合加入」を一体的に進めます。 

 

(６) 労働安全衛生体制の確立、不払い残業撲滅、男女がともに働く職場環境の整備 

  ① すべての職場に労働安全衛生委員会を設置し活動を強化するとともに、ストレス

チェックの確実な実施を求めます。また、労災補償を確認し、3,000万円（連合傘

下組合の平均額）を下回る場合は労災上積み補償の協約化をはかります。 

  ② 残業時間や手当支給の実態を把握し、不払い残業をなくすとともに、残業の縮減

にむけた取り組みを進めます。また、月60時間を超える時間外労働割増率について

は、施行猶予（中小企業：2023年３月末）を待たずに割増率50％以上の引き上げを

要求します。 

  ③ あらゆるハラスメントを防止するための基本方針を明らかにし、啓発活動や苦情

処理のための具体的実施計画を定めること。特に、労働者瀬策総合推進法でパ

ワー・ハラスメント防止措置を企業に義務付けられたことから、相談窓口を設置し、
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防止にむけた対策を講じるよう要求します。 

  ④ 2025年まで延長された次世代育成支援対策法に基づき、男女がともに働く職場環

境の整備を進めます。育児・介護休業法の改正を踏まえ、育児休業を取得しやすい

雇用環境の整備や有期労働者の取得要件の緩和を求めます（2022年４月施行）。ま

た、出生時育児休業（産後パパ休業）の創設や育児休業の分割取得の制度化を要求

します（2022年10月施行）。 

  ⑤ 国家公務員は、2022年１月から、１年に付き５日の不妊治療のための休暇（有給）

が、体外受精や顕微授精などで頻繁な通院が必要とされる場合は、更に５日の休暇

が設けられることになりました。地方公務員についても、総務省が同様の措置を求

めていることから労働条件が自治体に準拠している職場では不妊治療休暇の新設を

求めます。 

  ⑥ 障害のある職員、LGBTQ＋などの性的少数者が必要とする配慮や働くための環境

整備を求めます。 

 

(７) 高齢者雇用継続制度の協約化 

   2021年４月から改正高年齢者雇用安定法が施行され、65歳までの雇用確保義務と70

歳までの就業機会を確保することが努力義務となりました。 

   65歳までの定年引き上げを実現するとともに、70歳までの定年引上げや継続雇用の

確立を求めます。 

   また、60歳以降の雇用形態や賃金（退職手当含む）、労働条件等については、対象

者等の意見を反映させるため、十分な職場討議を行ったうえで労使交渉を実施し、合

意をもって決定することを基本とします。 

 

(８) 同一労働同一賃金を踏まえたパート職員・派遣労働者の労働条件の改善 

  ① 単組は、同一労働同一賃金ガイドラインなどを踏まえ、短時間・有期雇用労働者

の労働条件を点検し、不合理な格差等について、早急な改善を求めます。 

  ② 具体的には、「同一労働同一賃金の法整備を踏まえた簡易チェックリスト（連合

作成）を活用し、すべての待遇を点検し、待遇毎の目的や性質を確認するとととも

に、職務内容などの違いを確認して、不合理な待遇差の早急な改善を要求します。 

   １）パート・有期雇用労働者を雇用する場合は、賃金・労働時間など労働条件を明

記した「雇い入れ通知書」を交付し、雇用管理の改善措置の内容を説明すること。

その際、「昇給・昇格の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」「相談窓口」

を明示すること。 

   ２）パート・有期雇用労働者を対象にした就業規則を設けること。その際、事業所

のパート職員の過半数代表の意見を聴くこと。 

   ３）職務の内容、人材活用の仕組みが正規労働者と同様であるパート・有期雇用労

6 

限度時間（月45時間、年間360時間）の範囲内とするよう求めます。 

   また、年５日の年次有給休暇の取得が企業に義務付けられました。年次有給休暇の

取得促進にむけて、職場における取得状況を労使で点検し、職場の労働者が全員偏り

なく年次有給休暇を取得できるよう、取得５日未満者をなくす取り組みはもとより、

年次有給休暇100％取得に取り組みます。また、労働者の取得時季の希望を聴取し、

取得時季を使用者が一方的に指定することのないよう求めます。 

   勤務間インターバル制度については、ＥＵ労働時間指令と同様、最低11時間の休息

時間の設定や繰り下げた時間分を勤務したものとみなすなど、導入にあたっての制度

整備にむけて労使で検討を行います。 

 

(５) 労働契約法を活用した非正規労働者の雇用安定と格差是正にむけた取り組み 

   労働契約法18条に基づき、有期契約労働者の無期転換申込権が発生していることか

ら、無期転換ルールの適正な運用を求めます。 

   評議会として、あらためて法律の周知を徹底し、労働協約、就業規則、労働条件通

知書を点検するとともに「改正労働契約法を活用した取り組み指針」を活用し、①不

合理な雇止めの禁止、②不合理な労働条件の是正、③有期契約労働者に対する無期転

換ルールの周知、④有期から無期契約への転換の取り組みを強化します。また労契法

を最大活用する観点から無期化の前に不合理格差是正を行うなど取り組みの組み立て

にも十分留意します。加えて、契約期間５年に至る前の雇止めや就業規則の見直しな

ど、無期転換を避ける脱法的な取り扱いをさせない取り組みを強めます。 

   また、新しく無期転換した労働者と以前から無期雇用の労働者との待遇差について

も、点検し不合理な待遇差の是正に取り組みます。取り組みにあたっては、「非正規

労働者の仲間作り」方針を十分に意識し、雇用安定・労働条件の改善、そして「仲間

作り＝組合加入」を一体的に進めます。 

 

(６) 労働安全衛生体制の確立、不払い残業撲滅、男女がともに働く職場環境の整備 

  ① すべての職場に労働安全衛生委員会を設置し活動を強化するとともに、ストレス

チェックの確実な実施を求めます。また、労災補償を確認し、3,000万円（連合傘

下組合の平均額）を下回る場合は労災上積み補償の協約化をはかります。 

  ② 残業時間や手当支給の実態を把握し、不払い残業をなくすとともに、残業の縮減

にむけた取り組みを進めます。また、月60時間を超える時間外労働割増率について

は、施行猶予（中小企業：2023年３月末）を待たずに割増率50％以上の引き上げを

要求します。 

  ③ あらゆるハラスメントを防止するための基本方針を明らかにし、啓発活動や苦情

処理のための具体的実施計画を定めること。特に、労働者瀬策総合推進法でパ

ワー・ハラスメント防止措置を企業に義務付けられたことから、相談窓口を設置し、

－ 13 －



9 

    また、使用者に対しても雇用者責任を追及し、指定や受託状況に関わらず継続雇

用について「雇用保障に関する協定」の締結に取り組みます。 

  ③ 森林・林業公社は、社会情勢の変化により経営環境が厳しい状況にありますが、

全国で造成された森林は、木ｗ材として販売できるまでに生長しており、その収益

により経営改善に繋げているところです。一方で、過去の組織のスリム化によって

森林技術者が不足していることから、適正な人員確保と雇用継続をめざし、単組・

県本部は対公社当局交渉・対県対策を強めます。 

 

(10) 自治体の入札・委託契約(公契約)における公正労働基準の確立、公契約条例の制定 

  ① 各自治体に対し、入札制度における落札者決定ルールの改善を求めます。具体的

には、適切な人件費を確保できる積算基準の確立、労働法などの法令遵守規定、労

働集約型請負への最低制限価格制度や低入札価格調査制度の導入を求めます。 

  ② 公共サービスの質と公正労働基準の確立にむけて、公契約条例の制定に取り組み

ます。また、「安ければ安いほどいい」という競争入札から、公正労働、雇用継続、

リビングウェイジの確保を中心にした総合評価方式の導入を自治体単組、地方連合

会、全建総連とともに協力して進めます。 

  ③ 入札参加条件、委託契約書、仕様書に「労働法遵守など公正労働条項」があるか

の点検を自治体単組と協力して行い、その確立を自治体に求め、交渉を進めます。 

  ④ 雇用継続、生活賃金など公正労働条件が保障できる委託料の引き上げを進めます。 

 

(11) 指定管理者制度の運用改善と委託職場における取り組み 

  ① 県本部・単組は、指定管理者制度取り組み方針、指定管理者制度に対する取り組

みガイドラインおよび2010年総務省通知を踏まえ、自治体単組と課題を共有した上

で、下記の要求を基準に運用改善にむけて取り組みます。 

   １）指定期間は10年を目標に最低５年を求めること。また、非公募による特定指定

とすること。 

   ２）労働条項や継続的運営の実績を付加するなど、選定基準を改善すること。 

   ３）人件費等の積算根拠の明確化および、指定管理料を適正に算定すること。 

  ② 県本部は、ガイドラインを参考に取り組み方針を確立します。また、自治体単組

と指定管理者単組の連携を強化するため、両単組による対策会議等を設置します。 

対策会議の設置にあたっては、自治体単組の理解と協力が不可欠です。そのため、

公共民間単組・関連自治体単組による合同学習会を開催するなど、連携ある取り組

みの必要性の理解を深めるとともに、公共民間単組の職場実態や課題を共有する場

を設定するなど、工夫ある取り組みを行います。 

  ③ 単組は、自治体における予算編成期に合わせて、指定管理者制度の取り組み方針

で示した要求書モデルを参考に要求書を作成し、自治体単組と連携し、交渉を実施
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働者に対する差別的取り扱いを禁止すること。その他のパートの均等待遇をはか

ること。 

   ４）賃金（基本給、賞与、役付手当等）は、パート・有期雇用労働者の職務の内容、

勤務経験などを勘案し、決定すること。 

   ５）正規労働者と同様の職務を担っているパート・有期雇用労働者に対しては、正

規労働者と同様の教育訓練を実施すること。 

   ６）食堂、更衣室、休憩室等の福利厚生施設の利用について、正規労働者と同様の

取り扱いとすること。 

   ７）パート・有期雇用労働者から正規労働者への転換を推進するため、次の措置を

講ずること。 

    ● 正規労働者の募集内容について、パート・有期雇用労働者に周知する。 

    ● 正規労働者の募集に際しては、パート・有期雇用労働者を優先雇用とすること。 

    ● パート・有期雇用労働者を正規労働者へ転換するための試験制度を設けるなど、

転換を推進するための措置。 

  ③ 単組は、2022年10月から、健康保険・厚生年金保険の特定適用事業所の要件が緩

和されたことに伴い、短時間労働者への健康保険・厚生年金保険の適用について、

加入状況やチェックオフなど点検します。 

    また、この緩和に伴い一方的に労働時間を短縮するなど要件を満たさせないよう

にする労働条件の改悪には断固反対し撤回を求めます。 

  ④ 派遣労働者に対する取り組みでは、原則として、派遣労働者と派遣労働者を受け

入れる企業（派遣先）の正社員との間で不合理な待遇差を設けてはならないことが

ルール化されています。派遣先労働組合は、同じ職場で働く派遣労働者の労働条

件・待遇差を確認し、自社の労働者との間で不合理な待遇差等がある場合は、改善

にむけた早急な働きかけを行います。 

    また、派遣期間を延長する場合は、過半数労働組合等からの意見聴取が義務づけ

られていることから、確実に意見表明を行います。 

 

(９) 解雇・雇い止め阻止、自治体（出資団体）責任による雇用継続・保障の確立 

  ① 県本部、自治体単組と協力・共闘し、公社・事業団の統廃合、指定管理者制度に

よる事業所の変更、競争入札による受託企業の変更に対して、自治労４原則（１：

優先雇用権（雇用継続）、２：賃金・労働条件の継続、３：自治労（単組）との労

使関係の継続、４：サービス継続）に基づき、解雇を阻止し、雇用継続・保障を実

現します。 

  ② 自治体（出資団体）には、使用者責任と同等に責任があることを明らかにする交

渉を進め、一方的な解雇・雇い止めを阻止し、事前労使協議・同意に基づく原則の

確立をはかります。 
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    また、使用者に対しても雇用者責任を追及し、指定や受託状況に関わらず継続雇

用について「雇用保障に関する協定」の締結に取り組みます。 

  ③ 森林・林業公社は、社会情勢の変化により経営環境が厳しい状況にありますが、

全国で造成された森林は、木ｗ材として販売できるまでに生長しており、その収益

により経営改善に繋げているところです。一方で、過去の組織のスリム化によって

森林技術者が不足していることから、適正な人員確保と雇用継続をめざし、単組・

県本部は対公社当局交渉・対県対策を強めます。 

 

(10) 自治体の入札・委託契約(公契約)における公正労働基準の確立、公契約条例の制定 

  ① 各自治体に対し、入札制度における落札者決定ルールの改善を求めます。具体的

には、適切な人件費を確保できる積算基準の確立、労働法などの法令遵守規定、労

働集約型請負への最低制限価格制度や低入札価格調査制度の導入を求めます。 

  ② 公共サービスの質と公正労働基準の確立にむけて、公契約条例の制定に取り組み

ます。また、「安ければ安いほどいい」という競争入札から、公正労働、雇用継続、
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で示した要求書モデルを参考に要求書を作成し、自治体単組と連携し、交渉を実施
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働者に対する差別的取り扱いを禁止すること。その他のパートの均等待遇をはか

ること。 
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    ● 正規労働者の募集に際しては、パート・有期雇用労働者を優先雇用とすること。 

    ● パート・有期雇用労働者を正規労働者へ転換するための試験制度を設けるなど、

転換を推進するための措置。 

  ③ 単組は、2022年10月から、健康保険・厚生年金保険の特定適用事業所の要件が緩

和されたことに伴い、短時間労働者への健康保険・厚生年金保険の適用について、

加入状況やチェックオフなど点検します。 

    また、この緩和に伴い一方的に労働時間を短縮するなど要件を満たさせないよう

にする労働条件の改悪には断固反対し撤回を求めます。 

  ④ 派遣労働者に対する取り組みでは、原則として、派遣労働者と派遣労働者を受け

入れる企業（派遣先）の正社員との間で不合理な待遇差を設けてはならないことが

ルール化されています。派遣先労働組合は、同じ職場で働く派遣労働者の労働条

件・待遇差を確認し、自社の労働者との間で不合理な待遇差等がある場合は、改善

にむけた早急な働きかけを行います。 

    また、派遣期間を延長する場合は、過半数労働組合等からの意見聴取が義務づけ

られていることから、確実に意見表明を行います。 

 

(９) 解雇・雇い止め阻止、自治体（出資団体）責任による雇用継続・保障の確立 

  ① 県本部、自治体単組と協力・共闘し、公社・事業団の統廃合、指定管理者制度に

よる事業所の変更、競争入札による受託企業の変更に対して、自治労４原則（１：

優先雇用権（雇用継続）、２：賃金・労働条件の継続、３：自治労（単組）との労

使関係の継続、４：サービス継続）に基づき、解雇を阻止し、雇用継続・保障を実

現します。 

  ② 自治体（出資団体）には、使用者責任と同等に責任があることを明らかにする交

渉を進め、一方的な解雇・雇い止めを阻止し、事前労使協議・同意に基づく原則の

確立をはかります。 

－ 15 －
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  ④ 業種別の横断組織である自主交流会の活動を通じて、組織強化・拡大に県本部と

連携して取り組みます。 

  ⑤ 同じ自治体、近隣の同業種、公共サービス民間労働者への組合づくりを働きかけ、

自治労結集を進めます。 

  ⑥ 全国一般評議会との連携を強化し、同業種間の交流・共同行動を行い、賃金・生

活の向上をめざした地域労働運動の強化に取り組みます。 

  ⑦ 地域中小労組、地域ユニオンとの交流・激励・共闘を強めます。 

 

(13) 処遇改善加算と助成金制度活用について 

   医療や介護・障害福祉職員に関わる、看護職員処遇改善評価料および介護職員処遇

改善加算等を積極的に活用し、賃金改善に取り組みます。そのため、病院や事業所に

対して必ず申請や加算の届出・請求をするよう求めます。また、医療については対象

施設や対象職種などの拡大に取り組みます。 

   保育士については、公定価格における処遇改善分が確実に職員の賃金に反映される

よう自治体単組と連携し求めます。 

   この他、民間事業所に適用される補助金・助成金制度を活用し、処遇改善を行うよ

う求めます。 

 

(14) 政治闘争の推進 

  ① 本部、県本部の提起する取り組みに積極的に参加するとともに、単組において政

治学習会等を開催します。 

  ② 公民評のすべての単組で統一自治体選挙闘争に積極的に取り組みます。公共民間

単組の雇用と賃金・労働条件の確保のため、自治労が推薦する組織内や地元の国会

議員、地方議員との連携した取り組みを進めます。 
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します。 

    単年度で交渉実施までの取り組みが困難な場合は、 

   １）職場課題の共有と課題解決にむけた方向性の協議 

   ２）統一した要求書の作成 

   ３）自治体交渉への公共民間単組からの参加 

   ４）合同交渉の実施 

   など、この間の取り組みの進捗状況を踏まえた到達目標の設定を行う等、段階的に

取り組みを進めていきます。 

  ④ 委託職場単組においては、関連自治体単組との連携ある取り組みが推進できるよ

う、対策会議等の設置に取り組みます。対策会議においては、委託契約内容の分析

を行うなど、課題や問題点を明確化し、その解決にむけた方針を確立します。とり

わけ人件費については、2023年度自治体予算での適切な措置について、県本部・自

治体単組と連携して自治体に求めます。あわせて、他の評議会と連携して委託職場

における現状の課題を調査・分析し、課題解決に取り組みます。 

  ⑤ 指定管理者職場・委託職場ともに、人件費や資材について、年度ごとの協定で人

件費上昇分や資材等の加算を担保できる制度とするよう自治体に求めます。また、

最低賃金改善や働き方改革関連法施行による人件費増が見込まれることから、2022

年10月11日発出の総務省通知を踏まえ契約期間中に関わらず、指定管理料・委託費

の増額に取り組みます。 

  ⑥ 指定管理職場・委託職場は、新型コロナウイルス感染症対応による事業所経営の 

 悪化や同一労働同一賃金を口実とした低位平準化により、賃金の引き下げや採用募

集に際し正規労働者から非正規労働者への置き換え、非正規労働者の雇止めが進む

ことが懸念されます。指定管理者職場・委託職場において、新型コロナウイルス感

染症の影響により休業・休館となった職場は、施設において減収が生じた場合など、

労働者に負担を転嫁することのないよう取り組みます。 

 

(12) 地域公共サービスに働く仲間の自治労結集の促進 

  ① 県内、地域の公共サービス民間労組の学習会、交流会、相互激励行動、決起集会

などに積極的に参加し、公共サービス民間労組間の連携ある取り組みを進めます。 

  ② 第５次組織強化・拡大計画に基づき、県本部と連携して単組活動の活性化と組織

拡大を進めます。春闘期における取り組み等を通じて、正規・非正規の相互理解を

深めるとともに、具体的な処遇改善要求を行い、非正規労働者の仲間作りを進めま

す。 

  ③ ３～４月の年度末・年度はじめに、「公共民間職場の新規採用・未加入者への組

合加入促進ビラ」などを活用し、新採職員、非組合員、非正規職員の組織化に集中

して取り組みます。 

－ 16 －
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－ 17 －



 

 

《2023春闘 雇用主に対する要求》 

 

【賃金・諸手当】 

1. 公共サービス職場のすべての労働者に適用される最低賃金（月額169,800円＜国公行

(一)１級17号相当額、高卒初任給＞、日額8,500円、時間給1,096円）を確立すること。

ただし、時給については、最低1,150円以上に引き上げること。 

2. 賃金改善について、「賃金カーブ維持相当分4,500円＋賃金改善分（生活維持・向上

分10,000円＋格差是正分2,000円）」の16,500円以上の引き上げを実施すること。 

3. 月例給、一時金について、自治体の水準を最低とし、維持・改善すること。 

4. 賃金表を確立し、定期昇給を完全実施すること。 

5. 50歳台後半職員の昇給抑制、昇格見直しは実施しないこと。 

6. 退職手当（金）の改善をはかること。中小企業退職金共済等を活用すること。また、

定年延長により退職手当(金)の減額は行わないこと。 

7. 非正規・パート労働者の賃金等の原資を確保すること。また、処遇の改善にあたって

は、正規労働者の賃金・労働条件の引き下げを行わないこと。 

 

（医療・社会福祉職場職員の処遇改善） 

8. 医療・社会福祉職場職員の処遇改善加算に対応し、職員の処遇改善を確実に実施する

こと。 

 

（非正規・パート労働者について） 

9. 非正規・パート労働者の賃金については、正規労働者との労働時間に比例したものと

し、最低時給は1,150円以上とすること。 

10. 非正規・パート労働者の賃金改善のため、正規労働者との均等・均衡措置の観点から、

時給を103円（16,500円/160時間）以上引き上げること。 

11. 昇給ルールを導入・明確化すること。 

 

【人員・休暇・労働時間】 

12. 人員を確保し、休暇交替要員を確保すること。 

13. 不払い残業を一掃し、恒常的な時間外勤務を縮減するため、増員をはかるなど定数を

見直すこと。 

14. 時間外労働の上限規制にあわせて、36協定の上限時間を１日２時間、４週24時間、

３ヵ月50時間、年間150時間をめざし、少なくとも改正労働基準法に定める限度時間

（月45時間、年間360時間）の範囲内とすること。 

15. 労働基準法に則り時間外労働月60時間超の割増率引き上げを行うこと。中小事業主に

 

 

2023春闘 公共民間労組 要求モデル 

《2023春闘統一重点課題》 

 

1. 賃金の維持改善、定期昇給（相当分）の賃金引き上げ確保と賃金表確立、格差是正分

の上積み 

2. 自治体準拠単組は、自治体の賃金改定を基本に確実な賃金改善の実現 

3. 自治体最低賃金（月額169,800円以上、日額8,500円以上、時間額1,096円以上。ただ

し、時給については、最低1,150円以上）の協約化 

4. 働き方改革関連法を踏まえた時間外勤務の縮減と総労働時間の短縮、労働基準法に基

づく時間外労働割増率の引き上げ 

5. 同一労働同一賃金をはじめとする働き方改革関連法、会計年度任用職員制度を踏まえ

た非正規・パート労働者の雇用安定・労働条件改善・格差是正 

6. 解雇・雇い止め阻止、自治体（出資団体）責任による雇用継続・保障の確立 

7. 「事前協議・同意協定」の確立 

8. パワーハラスメントの防止をはじめとする労働安全衛生活動の推進 

9. 育児・介護休業法の改正を踏まえた育児休業の取得に関わる環境整備、両立支援策等

の改善 

10. 高年齢者雇用安定法を踏まえ70歳までの雇用の確立 

11. 公正労働基準に基づく自治体入札・契約制度と委託費の改善、公契約条例の制定 

12. 指定管理者制度の運用改善と指定管理者職場・委託職場における人件費等の適切な確

保 

13. 新型コロナウイルス感染症予防対策強化と事業所経営の悪化を理由とする解雇・雇い

止めならびに賃金改悪の阻止 
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《2023春闘 雇用主に対する要求》 

 

【賃金・諸手当】 

1. 公共サービス職場のすべての労働者に適用される最低賃金（月額169,800円＜国公行

(一)１級17号相当額、高卒初任給＞、日額8,500円、時間給1,096円）を確立すること。

ただし、時給については、最低1,150円以上に引き上げること。 

2. 賃金改善について、「賃金カーブ維持相当分4,500円＋賃金改善分（生活維持・向上

分10,000円＋格差是正分2,000円）」の16,500円以上の引き上げを実施すること。 

3. 月例給、一時金について、自治体の水準を最低とし、維持・改善すること。 

4. 賃金表を確立し、定期昇給を完全実施すること。 

5. 50歳台後半職員の昇給抑制、昇格見直しは実施しないこと。 

6. 退職手当（金）の改善をはかること。中小企業退職金共済等を活用すること。また、

定年延長により退職手当(金)の減額は行わないこと。 

7. 非正規・パート労働者の賃金等の原資を確保すること。また、処遇の改善にあたって

は、正規労働者の賃金・労働条件の引き下げを行わないこと。 

 

（医療・社会福祉職場職員の処遇改善） 

8. 医療・社会福祉職場職員の処遇改善加算に対応し、職員の処遇改善を確実に実施する

こと。 

 

（非正規・パート労働者について） 

9. 非正規・パート労働者の賃金については、正規労働者との労働時間に比例したものと

し、最低時給は1,150円以上とすること。 

10. 非正規・パート労働者の賃金改善のため、正規労働者との均等・均衡措置の観点から、

時給を103円（16,500円/160時間）以上引き上げること。 

11. 昇給ルールを導入・明確化すること。 

 

【人員・休暇・労働時間】 

12. 人員を確保し、休暇交替要員を確保すること。 

13. 不払い残業を一掃し、恒常的な時間外勤務を縮減するため、増員をはかるなど定数を

見直すこと。 

14. 時間外労働の上限規制にあわせて、36協定の上限時間を１日２時間、４週24時間、

３ヵ月50時間、年間150時間をめざし、少なくとも改正労働基準法に定める限度時間

（月45時間、年間360時間）の範囲内とすること。 

15. 労働基準法に則り時間外労働月60時間超の割増率引き上げを行うこと。中小事業主に

 

 

2023春闘 公共民間労組 要求モデル 

《2023春闘統一重点課題》 

 

1. 賃金の維持改善、定期昇給（相当分）の賃金引き上げ確保と賃金表確立、格差是正分

の上積み 

2. 自治体準拠単組は、自治体の賃金改定を基本に確実な賃金改善の実現 

3. 自治体最低賃金（月額169,800円以上、日額8,500円以上、時間額1,096円以上。ただ

し、時給については、最低1,150円以上）の協約化 

4. 働き方改革関連法を踏まえた時間外勤務の縮減と総労働時間の短縮、労働基準法に基

づく時間外労働割増率の引き上げ 

5. 同一労働同一賃金をはじめとする働き方改革関連法、会計年度任用職員制度を踏まえ

た非正規・パート労働者の雇用安定・労働条件改善・格差是正 

6. 解雇・雇い止め阻止、自治体（出資団体）責任による雇用継続・保障の確立 

7. 「事前協議・同意協定」の確立 

8. パワーハラスメントの防止をはじめとする労働安全衛生活動の推進 

9. 育児・介護休業法の改正を踏まえた育児休業の取得に関わる環境整備、両立支援策等

の改善 

10. 高年齢者雇用安定法を踏まえ70歳までの雇用の確立 

11. 公正労働基準に基づく自治体入札・契約制度と委託費の改善、公契約条例の制定 

12. 指定管理者制度の運用改善と指定管理者職場・委託職場における人件費等の適切な確

保 

13. 新型コロナウイルス感染症予防対策強化と事業所経営の悪化を理由とする解雇・雇い

止めならびに賃金改悪の阻止 
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理な格差等について早急に改善すること。 

29. 非正規・パート労働者の更新拒否による雇い止めをしないこと、また有期から無期契

約への転換をはかるなど、雇用保障に関わる協定を締結すること。 

30. 短時間労働者の厚生年金・健康保険の適用拡大について、改正法に則った適切な対応

を行うこと。 

31. 派遣労働者と派遣先労働者との均等・均衡待遇が義務化されていることから、均等・

均衡待遇を実現できる水準で派遣料金を設定すること。また、派遣労働者の雇用安定措

置や期間の延長などに関わり労使協議を行うこと。 

 

【権利・労安・男女平等】 

32. 憲法、労働組合法で保障されている団結権、団体交渉権（労働協約締結権）、団体行

動権などの労働基本権を侵害する不当労働行為を行わないこと。労働条件の決定・変更

にあたっての「事前協議・同意協定」を締結すること。 

33. 組合事務所・掲示板を認めること。組合活動のための有給休暇制度を確立すること。 

34. 安全衛生委員会を設置し、定期的に委員会を開催すること。また、健康診断やストレ

スチェック実施など、労働者の健康・安全に十分に配慮した取り組みを行うこと。 

35. 労災上積み補償（死亡時3,000万円以上）を確立すること。 

36. ハラスメントを防止するための基本方針を明らかにし、研修、啓発活動や苦情処理の

ための具体的実施計画を定めること。また、「労働施策総合推進法改正」の施行によっ

て、パワーハラスメント防止措置が企業に義務づけられることから、相談窓口を設置し、

防止にむけた対策を講じること。 

37. 地域公共サービスの向上に資する職員研修および人権研修を有給で実施すること。 

38. 男女間の賃金格差を解消し、職場での男女平等参画を実現すること。 

39. 次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画の策定、実施状況を点検し、

見直しを行うこと。 

40. ＬＧＢＴＱ＋など性的マイノリティ者が必要とする配慮や環境整備を行うこと。 

 

【新型コロナウイルスなど感染症対策】 

41. 新型コロナウイルスなど感染症法に基づく感染症の影響による事業所経営の悪化を理

由に、賃金引き下げや採用募集に際し正規労働者から非正規労働者への置き換え、非正

規労働者の雇い止めを行わないこと。 

42. 新型コロナウイルスなど感染症防止対策を強化するとともに、人員不足解消にむけて

対策を講ずること。 

43. 休業・休館等の場合は、正規・非正規労働者の雇用形態に関わらず、代替勤務により

働く場を確保すること。やむを得ず休業・休館させる場合には、賃金の全額分の休業手

当を支給すること。 

 

ついても、速やかに50％以上に引き上げること。 

16. 法定休日（日曜または日曜相当日）についても月60時間を超える超過勤務時間の算定

の対象とすること。 

17. 完全週休２日制、週38時間45分以下、年間1,800時間労働を達成すること。 

18. 年次有給休暇を初年度20日とし、夏季休暇、年末年始休暇、産前産後休暇、育児休業

（休暇）、介護休暇、ボランティア休暇制度を確立すること。また、年休の取得を促進

し（年間取得５日未満者の解消）、勤務間インターバル制度の導入にむけ、労使協議を

行うこと。 

19. 育児・介護休業法改正を踏まえ、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備、本人周

知・意向確認措置と育児休業制度（産後パパ育休の創設と分割取得）の整備を速やかに

行うこと。また、非正規・パート労働者に対する育児休業・介護休業制度の適用要件を

緩和すること。 

20. 有給の不妊治療休暇（年５日、特別の事情がある場合は10日）を制度化すること。 

 

【雇用安定】 

21. 雇用確保に努め、解雇、雇い止めを行わないこと。 

22. 高年齢者雇用安定法を踏まえて、65歳までの雇用を確保すること。加えて、70歳まで

の継続雇用の確保に努めること。 

23. 自治体事業への入札にあたっては、公正労働基準に基づく積算を行い、ダンピング入

札を行わないこと。自治体との契約書に記載された「労働条項」（労働基準法をはじめ

労働諸法遵守、自治体最低賃金、雇用引き継ぎなど）を遵守すること。 

24. 指定管理者の応募にあたって、2010年12月28日総務省通知も踏まえ、①公的責任を果

たせる人材の配置、②人件費の減額を招かない、③非正規職員への置き換えをしない、

④労働諸法の履行、⑤長期的な視点での企画・立案ができることなどを前提に、事業計

画などについて労使協議を行うこと。また、雇用保障協定を締結すること。 

25. 指定管理者の応募にあたって、非公募あるいは指定期間を10年以上とするように、法

人として自治体に働きかけること。 

26. 指定管理者の選定基準に、労働法の遵守、社会保険加入、継続雇用の保障、常勤者比

率などの公正労働基準を設けるとともに、障害者雇用、男女平等参画の状況、環境への

取り組みなど社会的価値についても設けるよう、自治体へ働きかけること。 

27．最低賃金の改善による人件費増が見込まれることから、契約の更新にあたっては、指

定管理料・委託費の増額を自治体に求めること。 

 

（非正規・パート労働者・派遣労働者について） 

28. パートタイム・有期雇用労働法および会計年度任用職員制度を踏まえて、同一労働同

一賃金ガイドラインなどに基づき、短時間・有期雇用労働者の労働条件を点検し、不合
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理な格差等について早急に改善すること。 

29. 非正規・パート労働者の更新拒否による雇い止めをしないこと、また有期から無期契

約への転換をはかるなど、雇用保障に関わる協定を締結すること。 

30. 短時間労働者の厚生年金・健康保険の適用拡大について、改正法に則った適切な対応

を行うこと。 

31. 派遣労働者と派遣先労働者との均等・均衡待遇が義務化されていることから、均等・

均衡待遇を実現できる水準で派遣料金を設定すること。また、派遣労働者の雇用安定措

置や期間の延長などに関わり労使協議を行うこと。 

 

【権利・労安・男女平等】 

32. 憲法、労働組合法で保障されている団結権、団体交渉権（労働協約締結権）、団体行

動権などの労働基本権を侵害する不当労働行為を行わないこと。労働条件の決定・変更

にあたっての「事前協議・同意協定」を締結すること。 

33. 組合事務所・掲示板を認めること。組合活動のための有給休暇制度を確立すること。 

34. 安全衛生委員会を設置し、定期的に委員会を開催すること。また、健康診断やストレ

スチェック実施など、労働者の健康・安全に十分に配慮した取り組みを行うこと。 

35. 労災上積み補償（死亡時3,000万円以上）を確立すること。 

36. ハラスメントを防止するための基本方針を明らかにし、研修、啓発活動や苦情処理の

ための具体的実施計画を定めること。また、「労働施策総合推進法改正」の施行によっ

て、パワーハラスメント防止措置が企業に義務づけられることから、相談窓口を設置し、

防止にむけた対策を講じること。 

37. 地域公共サービスの向上に資する職員研修および人権研修を有給で実施すること。 

38. 男女間の賃金格差を解消し、職場での男女平等参画を実現すること。 

39. 次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画の策定、実施状況を点検し、

見直しを行うこと。 

40. ＬＧＢＴＱ＋など性的マイノリティ者が必要とする配慮や環境整備を行うこと。 

 

【新型コロナウイルスなど感染症対策】 

41. 新型コロナウイルスなど感染症法に基づく感染症の影響による事業所経営の悪化を理

由に、賃金引き下げや採用募集に際し正規労働者から非正規労働者への置き換え、非正

規労働者の雇い止めを行わないこと。 

42. 新型コロナウイルスなど感染症防止対策を強化するとともに、人員不足解消にむけて

対策を講ずること。 

43. 休業・休館等の場合は、正規・非正規労働者の雇用形態に関わらず、代替勤務により

働く場を確保すること。やむを得ず休業・休館させる場合には、賃金の全額分の休業手

当を支給すること。 

 

ついても、速やかに50％以上に引き上げること。 

16. 法定休日（日曜または日曜相当日）についても月60時間を超える超過勤務時間の算定

の対象とすること。 

17. 完全週休２日制、週38時間45分以下、年間1,800時間労働を達成すること。 

18. 年次有給休暇を初年度20日とし、夏季休暇、年末年始休暇、産前産後休暇、育児休業

（休暇）、介護休暇、ボランティア休暇制度を確立すること。また、年休の取得を促進

し（年間取得５日未満者の解消）、勤務間インターバル制度の導入にむけ、労使協議を

行うこと。 

19. 育児・介護休業法改正を踏まえ、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備、本人周

知・意向確認措置と育児休業制度（産後パパ育休の創設と分割取得）の整備を速やかに

行うこと。また、非正規・パート労働者に対する育児休業・介護休業制度の適用要件を

緩和すること。 

20. 有給の不妊治療休暇（年５日、特別の事情がある場合は10日）を制度化すること。 

 

【雇用安定】 

21. 雇用確保に努め、解雇、雇い止めを行わないこと。 

22. 高年齢者雇用安定法を踏まえて、65歳までの雇用を確保すること。加えて、70歳まで

の継続雇用の確保に努めること。 

23. 自治体事業への入札にあたっては、公正労働基準に基づく積算を行い、ダンピング入

札を行わないこと。自治体との契約書に記載された「労働条項」（労働基準法をはじめ

労働諸法遵守、自治体最低賃金、雇用引き継ぎなど）を遵守すること。 

24. 指定管理者の応募にあたって、2010年12月28日総務省通知も踏まえ、①公的責任を果

たせる人材の配置、②人件費の減額を招かない、③非正規職員への置き換えをしない、

④労働諸法の履行、⑤長期的な視点での企画・立案ができることなどを前提に、事業計

画などについて労使協議を行うこと。また、雇用保障協定を締結すること。 

25. 指定管理者の応募にあたって、非公募あるいは指定期間を10年以上とするように、法

人として自治体に働きかけること。 

26. 指定管理者の選定基準に、労働法の遵守、社会保険加入、継続雇用の保障、常勤者比

率などの公正労働基準を設けるとともに、障害者雇用、男女平等参画の状況、環境への

取り組みなど社会的価値についても設けるよう、自治体へ働きかけること。 

27．最低賃金の改善による人件費増が見込まれることから、契約の更新にあたっては、指

定管理料・委託費の増額を自治体に求めること。 

 

（非正規・パート労働者・派遣労働者について） 

28. パートタイム・有期雇用労働法および会計年度任用職員制度を踏まえて、同一労働同

一賃金ガイドラインなどに基づき、短時間・有期雇用労働者の労働条件を点検し、不合
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安全かつ良質な公共サービスを実施するための 

労働環境の整備に関する要求モデル 

 ― 自治体単組・公共民間労組共通 ―  

 

（制度等の導入関連） 

 公共サービス基本法10条・11条に基づき、自治体の責務を果たすために以下の事項の実

現を要求します。 

1. 雇用安定をはかるため、指定管理者の選定、公社・事業団などの統廃合、競争入札な

どによる委託企業の変更の場合でも、これまで従事してきた労働者の「雇用保障」や

「優先雇用」の協定を関係団体、労組間で締結すること。さらに、公共サービスの維

持・発展をはかるために、雇用の引き継ぎとともに、賃金、労働条件、勤続年数、労働

協約、労働慣行の継続をはかること。 

2. 安さを追求する競争入札から、公共サービスの質の向上や自治体政策実現に資する入

札にむけ、公正労働、リビングウェイジ（生活できる最低賃金）、雇用継続、障害者雇

用、男女平等参画などを総合評価する公契約条例を制定すること。 

3. 事業者の入札参加や指定管理者への公募にあたっては、人権などの社会的価値（環境、

障害者雇用の推進や男女平等参画など）や公正労働基準（ディーセントワーク、常用雇

用の原則、雇用の継続、標準的生活賃金）、労働法の遵守、社会保険等の加入、継続雇

用を要件とすること。また、同要件を、委託先事業者や指定管理者の協定書に規定する

こと。なお、労働基準法等違反企業や不当労働行為企業を契約から排除すること。 

4. 指定管理者の指定にあたっては、施設の特性に応じて、長期間の指定も可能とし、10

年を標準とすること。また、これまでの指定管理者の事業実績に十分留意し、特定の団

体を特命指定できるものとすること。 

5.  指定管理者の選定基準において、継続的に指定されている法人には、経験や実績を考

慮した加算や自動更新規定を設けること。 

6. 入札や指定管理者の人件費積算にあたっては、公正労働基準を確立するため、ＩＬＯ

94号条約（公契約における労働条項）や同一労働同一賃金の趣旨を活かし、これまで従

事していた職員や同一地域の同様な職種の平均賃金を下回らない積算をし、標準人件費

に基づく職種別賃金単価表を整備すること。また、その積算根拠を公表し、予算化する

こと。さらに、人件費上昇分や資材等の加算、消費税増税分については、契約期間中で

あっても指定管理料・委託料を増額すること。 

  労務提供型請負（業務委託）の入札・落札においても公正労働基準に基づく「最低制

限価格制度」「低入札価格調査制度」を導入すること。 

7. 仕様書や委託先企業との契約書において、労働諸法（指針を含む）を遵守する旨の公

正労働条項を設けること。災害など事業者の責によらない事態が発生した場合は、指定

 

44. 新型コロナウイルス感染症等に関する休暇は、有給の特別休暇とすること。 

45．新型コロナウイルス及びインフルエンザなどのワクチン等予防接種について、その費

用は事業主負担とすること。 

 

【労働協約の締結】 

46. 以上の要求について、労使で合意したときは、労働協約として締結すること。 
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（公共サービスの実施に関する配慮） 

第10条 国及び地方公共団体は、公共サービスの実施が公共サービスによる利益

を享受する国民の立場に立ったものとなるよう、配慮するものとする。 

（公共サービスの実施に従事する者の労働環境の整備） 

第11条 国及び地方公共団体は、安全かつ良質な公共サービスが適正かつ確実に

実施されるようにするため、公共サービスの実施に従事する者の適正な労働条

件の確保その他の労働環境の整備に関し必要な施策を講ずるよう努めるものと

する。 

 
 

 

 

管理料・委託料を減額しないこと。また、2022年10月11日に総務省が発出した「原材料

価格、エネルギーコスト等の上昇に係る指定管理者制度の運用の留意点について」を踏

まえ、適切な対応を行うこと。 

8. 労働時間等設定改善法が改正され、他の事業主との取引を行うにあたり、長時間労働

につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮が必要となったこと

から、自治体の契約についても、改正の趣旨に則った対応を行うこと。 

 

（労働条件関連） 

9. 公社・事業団、社協、民間委託企業など主として自治体の補助金、委託費などに依存

する事業所の労働者に適用される自治体最低賃金（月額169,800円＜国公行(一)１級17

号相当額＞、日額8,500円、時間給1,096円）を確立すること。ただし、時給については、

最低1,150円以上に引き上げること。最低制限価格制度を活用して委託費において自治

体最低賃金を最低保障するとともに、仕様書、委託契約において明記し、履行を確保す

ること。 

10. 総合評価方式を活かし、ダンピングを防ぐとともに、技術、経験、公正労働基準、リ

ビングウェイジ、雇用引き継ぎ、障害者雇用、男女平等参画などが委託契約に反映され

るようにすること。業務の継続性をはかるために、随意契約についても活用すること。 

11. 委託担当、委託先への出向・派遣職員に対して、労働諸法などの研修を実施し、遵守

するよう指導すること。また、労働施策総合推進法改正に則り、ハラスメントを防止す

るための基本方針を明らかにし、啓発活動や苦情処理のための具体的実施計画を定める

こと。 

12. 委託企業従業員に対して、地域公共サービスを向上し、業務遂行のための職員研修、

安全衛生研修、および人権研修を有給で実施すること。また、職場の安全衛生活動の充

実と体制の強化をはかること。 

13. 自治体設置の公社、事業団などにおける不払い残業をなくす予算措置を講じること。 

14. 介護保険による指定事業所において、労働基準法、労働安全衛生法、パートタイム労

働法などの違反がないように、労働基準監督署、労政事務所などと共同で、周知徹底、

改善指導を行うこと。また、介護労働者が安心して働き続けられるよう保険者として環

境整備をはかること。 

15. 委託企業においても、福利厚生制度を設けることができるように委託料を算定するこ

と。 

 
 
＜公共サービス基本法＞ 

 自治労が長年制定をめざし成立した法律（2009年５月成立、７月施行）。公民

を問わず、公共サービスに従事する者の適正な労働条件の確保と労働環境の整備

に関し、必要な施策を講じることを求めるもの。 
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－ 25 －



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 講 演 資 料 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 講 演 資 料 
 

 



 

職場の安全衛生：労使の役割について（仮） 
 
 

講師：山名隼人  

 

プロフィール： 
 医療法人社団こころとからだの元氣プラザ所属（非常勤産業医）。全日本自
治団体労働組合選任産業医。東京大学医学部を卒業後、JR 東京総合病院、東京
大学医学部附属病院で臨床研修。産業医科大学での研修を経て産業医資格を取
得。日本医師会認定産業医、社会医学系専門医・指導医。 

 東京大学大学院医学系研究科で公衆衛生学と臨床疫学を学ぶ。公衆衛生学修
士（専門職）、医学博士。東京大学医学系研究科ヘルスサービスリサーチ講座
特任助教、同特任講師を経て、2022年 12月より自治医科大学データサイエンス
センター講師。大規模データベースを用いた臨床疫学に関する教育・研究も行
っている。 

 研究の例として、労働者に対する健康診断の効果を検証し、日本産業衛生学
会の英文誌に報告している*。同研究では、高血圧で既に外来治療を受けてい
る労働者であっても、外来受診に加えて定期健康診断を受けることが糖尿病の
早期診断に関連していた。定期健康診断の重要性を示した報告となっている。 

*Yamana H et al. Association between mandatory health examination attendance and 

diabetes treatment initiation among employees being treated for hypertension. Journal of 

Occupational Health 2020; 62: e12183. 
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取り組み報告①
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アンケート実施した組合員の声を一部抜粋しました。 

１．パワハラ問題について 

役員からのパワハラ 

職員Ａ 

・総務部のフロアに呼ばれ『クビにするぞ』と２～３回言われた。 

・全く自分に否がないにも関わらず、説明しても聞く耳を持たず、憤慨し備品持ち出し記録簿を投げつけられた。 

・退職した職員の補充が無い為、年々業務量が増えているのにも関わらず、残業することを一切許されず、ミス

をすると降格等の人事による懲戒処分を受ける為、職員は常に怯えながら業務にあたっている。現在の住宅供

給公社では適正な人員を確保しないで、職員が欠員した為、増加した業務量をこなす為、サービス残業を強要

させ、ミスをしたら懲戒処分をするといった人事権を利用したパワハラが横行している。 

職員Ｂ 

・役員から『正社員になったからといって調子に乗っているとな。お前をクビにするぞ！』と脅迫される発言を

受けました。 

・いきなり役員からに呼び止められ『また契約社員に戻してやってもいいんだぞ。戻りたいのか？』と意味不明

な発言を受けたこともありました。 

・役員から全く自分に否が無いにも関わらず、皆がいるフロア内にて大声で怒鳴り叱られたことがありました。

否が無いことを説明した後、すぐに叱責したことが間違いであることをその役員は気づいたが、謝るどころか

笑ってごまかされました。大声で叱責したことについて私に謝罪の一言もありませんでした。事務所内におい

て皆の前で大きな声で怒鳴られ、叱責されたことがトラウマとなってしまいました。 

・人事異動で引き継ぎの時間を与えられなかった為、大垣本社異動となった前任者に業務について質問する電話

連絡すると、後ろで役員が聞き耳を立てており『人に聞くのでなく自分で考えろ！いちいち電話をしてくる

な！』と前任者の電話の後ろから大きな声で激しく叱責されている為、業務で必要な電話さえも、役員に聞き

耳を立てられ、叱責されるのが怖いので電話をするのを躊躇することがあります。 

職員Ｃ 

・役員から数名の職員の名前を挙げて『おまえ達のような、やる気のない職員をどうしたらクビにすることがで

きるか、弁護士に相談中だ』とフロア内に多くの職員がいる所で、大きな声で職員を侮辱する発言をされまし

た。 

・役員から『効率悪くて仕事残すくせにタバコなんか吸いに行くな。契約社員に戻すぞって！いうかクビにする

ぞ。他県では仕事中にタバコ吸ってクビになったのもあるからな』と脅迫するような発言をされました。 

・常日頃から役員から『残業をするな！』と命令されているのに、他の職員がサービス残業していて、自分は用

事があるため定時になって帰ると役員から『他の職員が残業（サービス残業）しているのにお前だけ仕事を残

して先に帰るのか』と激しく叱責されました。 

・業務で忙しく外出しているのにも関わらず、役員から『喫茶店に行って遊んでいるんだろ』と根拠の無い思い

込みで私を不辱する発言をされました。 

・他にも数多くの役員からのハラスメント発言を受けたことがありますが、記録をとってなかった為、詳しいこ

とは書き切れません。 

職員Ｄ 

・役員から内線で呼び出され、書類の不備を業務指導の範囲を超えて、必要以上に激しく叱責されたことがあり

ます。 

・役員から書類を机に激しく叩きつけ返され『こんな物回すな』と言われた。役員からの叱責が怖いので総務部

の部屋へ行きたくない。 
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2023 年 1 月 21 日 
公共サービス民間労組評議会 2023 春闘討論集会 

 
「日本クリスチャンアカデミー労組 解雇撤回の取り組み」 

 
日本クリスチャンアカデミー労働組合 

 書記長 都木かおり 
＜労働組合＞ 
公益財団法人 日本クリスチャン・アカデミーで働く仲間、主に財団が運営する宿泊研修施設
「関西セミナーハウス（京都市左京区）」と「関西セミナーハウス活動センター（同左）」の
職員でつくる労働組合。 

2006 年 12 月 19 日 組合結成 7 人 
2007 年 1月 15 日  自治労加盟 
2020 年 9月  組合員 14 人（正職 3・嘱託 4・パート 7） 

 2021 年 5月  組合員 9人（嘱託(元正職)2・元嘱託 3・元パート 4） 
 
＜取り組み経過＞ 
2020.8 関西セミナーハウスの宿泊事業の売上が例年の 8～9 割減。理事会が 2020 年

10 月 1日から 2021 年 3月末までの休業を決定。 
職員への個別の説明は「10 月から 3月まで休業、その後は未定」。 
パート職員には「12 月までの賃金は保障する」。正職員には「4 月解雇にな
るかもしれない」。 
雇用不安が募り、3人から 14 人の組織率 100％の組合に。 

2020.9.25 「労働組合への事前協議、休業を決定した理由と根拠の提示、休業期間中の
雇用と賃金の保障、2021 年 4 月からの再開見込みと雇用の継続」を内容とす
る要求書を代表理事に提出。 

2020.9.30 回答書の内容は、「休業の理由は説明済み」「休業中の雇用と賃金保障は確
約できない」「再開の見込みを明らかにするのは困難」「雇用継続を保障す
ることも困難」。事務局長に説明を求めるも拒否。 

2020.10.2 団体交渉申入書を事務局長に提出。事務局長は「回答書以上の話はない」と
拒否。 
団体交渉拒否は不当労働行為であると追及。 

2020.10.15 第 1 回団体交渉「雇用調整助成金があるうちは雇用を守る。職員の意見を聞

取り組み報告②

－ 2 － 

く」との回答。休業決定の理由と再開の見込みについては納得いく回答なし。
「理事会で雇用問題は出ておらず雇い止めになるとは一切説明していない」
との回答。 
組合は雇用問題になる可能性があるため協議継続を要請。 

2020.10.31 組合大会で今後の闘いの方針を確認。 
2020.12.12 理事会で 2022 年 3月末まで 1年間の休業期間延長が決定。 
2021.1  口頭で、雇用につき提案がある場合は、まず組合への提示を求めたが、組合

への提示はなされないまま理事者側から 3 人の正職員個々に今後の雇用につ
いて口頭説明が行われる。 

2021.2.13 理事者側、正職員に対し、2 月末日を回答期限に合意解約提示。「2021 年 3
月末退職。4月から週 3日の非常勤嘱託職員として1年雇用。賃金は現行基本
給の 7割。合意すれば退職金 10％増し。合意しない場合は 3月末で解雇」 
正職員組合員は組合への提示がない限り回答をしないとの意思表明。 

2021.2.28 理事者側、正職員、嘱託、パート全員に 3 月末日の解雇予告通知または雇用
契約期間満了予告通知。 

2021.3.3 団体交渉申入書と抗議文を提出。 
2021.3.11 第2回団体交渉。理事者側は経営上の理由として「3月末の解雇撤回はない」

と明言。次回の交渉で財務資料の提示を確認。 
2021.3.29 第 3 回団体交渉。理事者側は財政状況を説明するも 3 月末解雇は撤回せず。

団交終了後、「解雇予告及び雇止めに承服しない」とする全組合員の署名を
提出。 

2021.3.30   理事者側、緊急の理事会を経て、「1 年間の非常勤嘱託雇用と退職金の 10％
増し」を正職員に再提案することを決議。 

2022.3.31 理事者側、全職員に「解雇通知書」または「雇用期間満了通知」を交付。 
 正職員 3人中、2人は非常勤の嘱託雇用提案を受け、1人は退職の意思。 

  嘱託 3人、パート 4人が訴訟に同意。 
2021.5.7 京都地裁に訴状提出。 
2021.6.18 第 1 回期日 
2021.7.27 第 2 回期日 
2021.10.7 第 3 回期日 
2021.11.25 第 4 回期日 
2022.1.20 第 5 回期日 
2022.3.9 第 6 回期日 
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公共サービス民間労組評議会 2023 春闘討論集会 

 
「日本クリスチャンアカデミー労組 解雇撤回の取り組み」 

 
日本クリスチャンアカデミー労働組合 

 書記長 都木かおり 
＜労働組合＞ 
公益財団法人 日本クリスチャン・アカデミーで働く仲間、主に財団が運営する宿泊研修施設
「関西セミナーハウス（京都市左京区）」と「関西セミナーハウス活動センター（同左）」の
職員でつくる労働組合。 

2006 年 12 月 19 日 組合結成 7 人 
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2020 年 9月  組合員 14 人（正職 3・嘱託 4・パート 7） 
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＜取り組み経過＞ 
2020.8 関西セミナーハウスの宿泊事業の売上が例年の 8～9 割減。理事会が 2020 年

10 月 1日から 2021 年 3月末までの休業を決定。 
職員への個別の説明は「10 月から 3月まで休業、その後は未定」。 
パート職員には「12 月までの賃金は保障する」。正職員には「4 月解雇にな
るかもしれない」。 
雇用不安が募り、3人から 14 人の組織率 100％の組合に。 

2020.9.25 「労働組合への事前協議、休業を決定した理由と根拠の提示、休業期間中の
雇用と賃金の保障、2021 年 4 月からの再開見込みと雇用の継続」を内容とす
る要求書を代表理事に提出。 

2020.9.30 回答書の内容は、「休業の理由は説明済み」「休業中の雇用と賃金保障は確
約できない」「再開の見込みを明らかにするのは困難」「雇用継続を保障す
ることも困難」。事務局長に説明を求めるも拒否。 

2020.10.2 団体交渉申入書を事務局長に提出。事務局長は「回答書以上の話はない」と
拒否。 
団体交渉拒否は不当労働行為であると追及。 

2020.10.15 第 1 回団体交渉「雇用調整助成金があるうちは雇用を守る。職員の意見を聞
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く」との回答。休業決定の理由と再開の見込みについては納得いく回答なし。
「理事会で雇用問題は出ておらず雇い止めになるとは一切説明していない」
との回答。 
組合は雇用問題になる可能性があるため協議継続を要請。 

2020.10.31 組合大会で今後の闘いの方針を確認。 
2020.12.12 理事会で 2022 年 3月末まで 1年間の休業期間延長が決定。 
2021.1  口頭で、雇用につき提案がある場合は、まず組合への提示を求めたが、組合

への提示はなされないまま理事者側から 3 人の正職員個々に今後の雇用につ
いて口頭説明が行われる。 

2021.2.13 理事者側、正職員に対し、2 月末日を回答期限に合意解約提示。「2021 年 3
月末退職。4月から週 3日の非常勤嘱託職員として1年雇用。賃金は現行基本
給の 7割。合意すれば退職金 10％増し。合意しない場合は 3月末で解雇」 
正職員組合員は組合への提示がない限り回答をしないとの意思表明。 

2021.2.28 理事者側、正職員、嘱託、パート全員に 3 月末日の解雇予告通知または雇用
契約期間満了予告通知。 

2021.3.3 団体交渉申入書と抗議文を提出。 
2021.3.11 第2回団体交渉。理事者側は経営上の理由として「3月末の解雇撤回はない」

と明言。次回の交渉で財務資料の提示を確認。 
2021.3.29 第 3 回団体交渉。理事者側は財政状況を説明するも 3 月末解雇は撤回せず。

団交終了後、「解雇予告及び雇止めに承服しない」とする全組合員の署名を
提出。 

2021.3.30   理事者側、緊急の理事会を経て、「1 年間の非常勤嘱託雇用と退職金の 10％
増し」を正職員に再提案することを決議。 

2022.3.31 理事者側、全職員に「解雇通知書」または「雇用期間満了通知」を交付。 
 正職員 3人中、2人は非常勤の嘱託雇用提案を受け、1人は退職の意思。 
  嘱託 3人、パート 4人が訴訟に同意。 

2021.5.7 京都地裁に訴状提出。 
2021.6.18 第 1 回期日 
2021.7.27 第 2 回期日 
2021.10.7 第 3 回期日 
2021.11.25 第 4 回期日 
2022.1.20 第 5 回期日 
2022.3.9 第 6 回期日 
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2022.4.21 第 7 回期日 
2022.5.30 第 8 回期日 
2022.7.7 第 9 回期日 
2022.9.7 第 10 回期日 
2022.11.9 判決 主文は「原告らの請求をいずれも棄却とする。」 
この間、「関西セミナーハウス」は、2021 年 10 月から、段階的に宿泊研修施設事業を再開、
「関西セミナーハウス活動センター」は、期間を通じて休業することなく事業を継続している。 
 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 分 科 会 
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2022.11.9 判決 主文は「原告らの請求をいずれも棄却とする。」 
この間、「関西セミナーハウス」は、2021 年 10 月から、段階的に宿泊研修施設事業を再開、
「関西セミナーハウス活動センター」は、期間を通じて休業することなく事業を継続している。 
 

以 上 
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第１分科会 

指定管理者制度・委託契約制度の問題と課題 
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第１分科会 

指定管理者制度・委託契約制度の問題と課題 

  
  

 





 第１分科会「指定管理者制度・委託契約制度の問題と課題」 

座  長  津村 崇夫 幹事（近畿） 

幹  事  茅原 秀行 副議長、菊池 博行 幹事（東北）、南風原 幹事（九

州）、   

助言者等  

講  演 講 師 青木 衆一 

役 職 埼玉県本部 アドバイザー 

テーマ 指定管理者制度・委託契約制度の問題と課題 

分科会の 

ねらい 

指定管理職場、委託職場で働く者が感じる制度の問題と課題を討論し、

評議会運動に反映させ、省庁要請行動に繋げ課題解決をめざす。 

進  行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9：00 

 

9：10 

 

 

 

 

 

 

 

10:20 

 

10:30 

 

 

 

 

 

 

11：20 

 

11：45 

11：55 

12：00 

座長あいさつ（趣旨、進め方等を含む） 

 

講演「委託・指定管理がかかえる不安定化リスクに対処する

    ― 自治体単組との連携・自治体交渉のすすめ ― 」

自治労埼玉県本部アドバイザー 青木 衆一さん 講演60
分 
 
2分各自まとめ①わかったこと②聞きたいこと 
1分隣の人とまとめた内容を述べ合う 
 
発表と質疑応答 
 
休憩（WEB参加者をブレイクアウトルームに振り分け） 
 
グループ討論（進め方説明） 
自己紹介 
テーマ（次の３つから選択して討論） 
①講義の内容をさらに討論 
②職場の実態報告、課題。解決方法を討論 
③省庁要請の内容を討論（資料：2022省庁要請書及び要請記

録） 
 
グループ討論結果の発表 
 

発表に対するコメント（講師） 

分科会まとめ（座長） 
閉会 
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2023 年 1 月 22 日 

公共民間評春闘討論集会第１分科会 
埼玉県本部アドバイザー 

青 木  衆 一 
 

 
 

委託・指定管理がかかえる不安定化リスクに対処する 

―自治体単組との連携・自治体交渉のすすめ― 

 

 

１．委託・指定管理者制度のもつ不安定化のリスク 

 ・一定の契約・指定年限を区切って入札・公募（＝複数事業者間競争）による受託・指定 

事業者決定のシステム 

 ・一定の契約・指定年限ごとのリセット。事業者交代→労働者交代→業務継続の危機 

 ・「業務の継続的安定的な調達」（目的）と「競争性の確保」（手段）のジレンマ 

 ・事業者交代、こんなことが起きる（資料 1・2）。 

 ・自治体・事業者・労働者（住民も）の誰も望まない事態 

 ・誰も望まないことに不安定化を回避する糸口、希望をつなぐ出発点がある 

  不安定化回避の三者の共通なニーズ（願い）を結び合わせることができれば… 

  （不安定化のリスクを軽減化できるし、不安定化に直面した場合でもダメージを最小限

にすることができる） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 

資料 1 
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  （不安定化のリスクを軽減化できるし、不安定化に直面した場合でもダメージを最小限

にすることができる） 
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資料 1 
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資料 2 
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２．不安定化を生む三者の関係 

 ・一辺を欠いた、不安定な正三角形。 
発注者は請負の労働者を指揮命令できない（偽装請負問題）。 

 ・現場任せの構造 
 

 

【図．一方通行の行き止まり（現場任せの構造）】 
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委託・指定管理労働者 委託・指定管理事業者 

専門性× 業務評価× 

ダンピング情報× 

専門性〇→発揮× 

ダンピング情報〇→伝達× 

現場知・現場力〇 専門性× 

ダンピング情報× 

× 
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資料 2 

 

 

 

 

 

 
4 

 

２．不安定化を生む三者の関係 

 ・一辺を欠いた、不安定な正三角形。 
発注者は請負の労働者を指揮命令できない（偽装請負問題）。 

 ・現場任せの構造 
 

 

【図．一方通行の行き止まり（現場任せの構造）】 
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委託・指定管理労働者 委託・指定管理事業者 

専門性× 業務評価× 

ダンピング情報× 

専門性〇→発揮× 

ダンピング情報〇→伝達× 

現場知・現場力〇 専門性× 

ダンピング情報× 

× 
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３．事業者交代が起きる時 

 ・異業者交代が起きる時 

①現場力の低下・劣化 

②現場力の逆立ち 

   身体拘束、エプロンテーブルクロス、狭い柵、ドアノブを縛る、水道の元栓を締める 

トイレも部屋も同じタオル 

  ③現場力のあなどり 

  蛇口をひねれば水が出る、どの事業者がやってもこんなもの、経費の削減 

 

４．事業者交代が起こってしまったら（事後対処） 

 ・事業者間での雇用継続（“居抜き”） 

 ・自治体が事業者に雇用継続をお願いすることも→公契約条例における雇用継続条項 

 ・労働組合が自治体を通じて事業者に雇用継続をお願いする 

 ・不安定化回避への三者の共通のニーズ（願い）が一瞬、交わる（結び合わせの可能性） 

 ・事後対処は泥縄。賃金・労働条件の継続までは難しい→不安定化 

 

５．不安定化のリスクを誰がどうやって回避するのか（事前予防） 

・不安定化回避への三者の共通ニーズ(願い)を結び合わせることができるのは 

自治体単組と連携できる労働組合だけ 

(結び目には「いい仕事」がある) 
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 ・ウィンウィンの関係を作り出す。 
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３．事業者交代が起きる時 

 ・異業者交代が起きる時 

①現場力の低下・劣化 

②現場力の逆立ち 

   身体拘束、エプロンテーブルクロス、狭い柵、ドアノブを縛る、水道の元栓を締める 

トイレも部屋も同じタオル 

  ③現場力のあなどり 

  蛇口をひねれば水が出る、どの事業者がやってもこんなもの、経費の削減 

 

４．事業者交代が起こってしまったら（事後対処） 

 ・事業者間での雇用継続（“居抜き”） 

 ・自治体が事業者に雇用継続をお願いすることも→公契約条例における雇用継続条項 

 ・労働組合が自治体を通じて事業者に雇用継続をお願いする 

 ・不安定化回避への三者の共通のニーズ（願い）が一瞬、交わる（結び合わせの可能性） 

 ・事後対処は泥縄。賃金・労働条件の継続までは難しい→不安定化 

 

５．不安定化のリスクを誰がどうやって回避するのか（事前予防） 

・不安定化回避への三者の共通ニーズ(願い)を結び合わせることができるのは 

自治体単組と連携できる労働組合だけ 

(結び目には「いい仕事」がある) 
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 ・ウィンウィンの関係を作り出す。 
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６．自治体交渉はなぜウィンウィンの関係を作り出せるのか 

【図．シーソー】 
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当局 

６ 自治体当局×［委託・外郭当局×労働組合］ 

労働組合 

労働組合 使用者 

保護 

規制 

２ 使用者×労働組合＋規制・保護 
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 ・自治労加盟の意義：陳情権（公共民間単組）＋交渉権（自治体単組）＝事実上の「交渉」 

 ・事業者も組合を通じて事実上、自治体と対等に（ユニオンショップ成立の土壌Ⅰ） 

 ・狭義の交渉：予算編成期の交渉、自治体と労働者の互恵関係の確認 

  広義の交渉：狭義の交渉を起点とした日常的な狭義、互恵関係の実態化 

 

７．自治体交渉（狭義）を行う 

 ・自治体の予算、受託・指定事業者が決まるまでの流れに対応 

  委託は更新前年、指定管理は更新前々年が重要 中間年も必要 

 

 

【委託関係】 

9 月   予算編成事務作業 

         ↓  

        予算編成方針 

  11 月初旬    ↓ 

        予算見積書の作成 

  11 月末     ↓ 

        財政課集計・調整 

         ↓ 

        財政課長内示 

         ↓ 

        行財政部長調整 

         ↓ 

        （復活折衝） 

         ↓ 

        市長査定 

  1 月末    ↓ 

        予 算 案 

         ↓        指名業者選定 

  3 月    議  会         ↓ 

         ↓        入札・落札者決定 

  ４月    予  算       新年度の業務受託 
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６．自治体交渉はなぜウィンウィンの関係を作り出せるのか 

【図．シーソー】 
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 ・自治労加盟の意義：陳情権（公共民間単組）＋交渉権（自治体単組）＝事実上の「交渉」 

 ・事業者も組合を通じて事実上、自治体と対等に（ユニオンショップ成立の土壌Ⅰ） 

 ・狭義の交渉：予算編成期の交渉、自治体と労働者の互恵関係の確認 

  広義の交渉：狭義の交渉を起点とした日常的な狭義、互恵関係の実態化 

 

７．自治体交渉（狭義）を行う 

 ・自治体の予算、受託・指定事業者が決まるまでの流れに対応 

  委託は更新前年、指定管理は更新前々年が重要 中間年も必要 

 

 

【委託関係】 

9 月   予算編成事務作業 

         ↓  

        予算編成方針 

  11 月初旬    ↓ 

        予算見積書の作成 

  11 月末     ↓ 

        財政課集計・調整 

         ↓ 

        財政課長内示 

         ↓ 

        行財政部長調整 

         ↓ 

        （復活折衝） 

         ↓ 

        市長査定 

  1 月末    ↓ 

        予 算 案 

         ↓        指名業者選定 

  3 月    議  会         ↓ 

         ↓        入札・落札者決定 

  ４月    予  算       新年度の業務受託 
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【指定管理関係】 

6 月 公募／随意指定、指定期間、募集要項案の検討 
       ↓ 
   8 月 募集開始、申請受付 
       ↓  
   9 月 書類審査、ヒアリング 
       ↓ 
       候補者の選出 
       ↓ 
  10 月  候補者の決定 
       ↓ 
  12 月 指定議案上程 
      予算議案の上程（債務負担行為） 
       ↓ 
   3 月 予算議案の上程（単年度予算） 
       ↓ 
   4 月 新年度の指定管理運営 

 

 

【埼玉県本部公共民間評の取り組みから】 

・毎年 10 月、県内一斉の統一自治体交渉として交渉を実施（資料 3・4） 

 ・県知事・市町村長宛ての統一要望書を提出 

 

 

【統一自治体要望書（抜粋）】 

 

１、業務の継続的確保と雇用等の継続について 

 ①業務の継続性を確保するために、ダンピング（不当廉価）事業者を排除すること。

 ②事業者が交代する場合は、業務の継続性を確保するために、現行の現場労働者の

雇用を新たな事業者に引き継がせること。また雇用が円滑に引き継がれるよう、

現行の賃金・労働条件も引き継がせるよう配慮すること。 

 

２．業務の安定的確保と生活賃金の確保について 

  ①予算編成にあたっては、委託料・指定管理料について人件費に準じる扱いをする
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こと。 

 ②業務の安定性を確保するために、現場の労働者が定着できる生活可能な賃金が支

給できるよう、委託料・指定管理料の予算計上を行うこと。また「外郭」団体の職

員については、自治体準拠の賃金が支給できるよう配慮すること。 

  ③予算計上にあたっては、最低賃金・労働報酬下限額（公契約条例）・春闘・人事院

勧告の動向、職種別賃金の実態等も考慮し、委託料・指定管理料の改善に努める

こと。 

 

３．委託制度・指定管理制度の改善について 

  ①長期契約・指定、随意契約・指定の活用を図ること。 

  ②最低制限価格制度を導入すること。 

  ③公契約条例を制定し、業務の継続性・安定性を確保するため、雇用継続、労働報

酬下限額、自治体の適正積算義務等の条項を設けること。また既に制定済の自治

体においては、職種別の労働報酬下限額の導入、労働報酬下限額の改定を反映で

きるよう長期契約の中間年での変更契約の導入、条例適用対象の契約金額等の制

限の緩和等、改善に努めること。 

 

４．職場改善の要望について（別紙） 

 

   

・自治体交渉では、同時に職場改善要望を口頭ないし文書で行う 

 ・職場要望＝「いい仕事」の見える化のきっかけに 

 

 

【職場要望の趣旨】 

 

①「いい仕事」をしていく上で労使間の対応では限界のある問題点について改善を 

要望する。 

②施設の運営に関わる一員として直に接する利用者の声や利用者にとって危険、不 

便、重要と思われる点を指摘する。 

 

  

 ・2 月にダンピング情報の提供（委託関係）  
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【指定管理関係】 

6 月 公募／随意指定、指定期間、募集要項案の検討 
       ↓ 
   8 月 募集開始、申請受付 
       ↓  
   9 月 書類審査、ヒアリング 
       ↓ 
       候補者の選出 
       ↓ 
  10 月  候補者の決定 
       ↓ 
  12 月 指定議案上程 
      予算議案の上程（債務負担行為） 
       ↓ 
   3 月 予算議案の上程（単年度予算） 
       ↓ 
   4 月 新年度の指定管理運営 

 

 

【埼玉県本部公共民間評の取り組みから】 

・毎年 10 月、県内一斉の統一自治体交渉として交渉を実施（資料 3・4） 

 ・県知事・市町村長宛ての統一要望書を提出 

 

 

【統一自治体要望書（抜粋）】 

 

１、業務の継続的確保と雇用等の継続について 

 ①業務の継続性を確保するために、ダンピング（不当廉価）事業者を排除すること。

 ②事業者が交代する場合は、業務の継続性を確保するために、現行の現場労働者の

雇用を新たな事業者に引き継がせること。また雇用が円滑に引き継がれるよう、

現行の賃金・労働条件も引き継がせるよう配慮すること。 

 

２．業務の安定的確保と生活賃金の確保について 

  ①予算編成にあたっては、委託料・指定管理料について人件費に準じる扱いをする
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こと。 

 ②業務の安定性を確保するために、現場の労働者が定着できる生活可能な賃金が支

給できるよう、委託料・指定管理料の予算計上を行うこと。また「外郭」団体の職

員については、自治体準拠の賃金が支給できるよう配慮すること。 

  ③予算計上にあたっては、最低賃金・労働報酬下限額（公契約条例）・春闘・人事院

勧告の動向、職種別賃金の実態等も考慮し、委託料・指定管理料の改善に努める

こと。 

 

３．委託制度・指定管理制度の改善について 

  ①長期契約・指定、随意契約・指定の活用を図ること。 

  ②最低制限価格制度を導入すること。 

  ③公契約条例を制定し、業務の継続性・安定性を確保するため、雇用継続、労働報

酬下限額、自治体の適正積算義務等の条項を設けること。また既に制定済の自治

体においては、職種別の労働報酬下限額の導入、労働報酬下限額の改定を反映で

きるよう長期契約の中間年での変更契約の導入、条例適用対象の契約金額等の制

限の緩和等、改善に努めること。 

 

４．職場改善の要望について（別紙） 

 

   

・自治体交渉では、同時に職場改善要望を口頭ないし文書で行う 

 ・職場要望＝「いい仕事」の見える化のきっかけに 

 

 

【職場要望の趣旨】 

 

①「いい仕事」をしていく上で労使間の対応では限界のある問題点について改善を 

要望する。 

②施設の運営に関わる一員として直に接する利用者の声や利用者にとって危険、不 

便、重要と思われる点を指摘する。 

 

  

 ・2 月にダンピング情報の提供（委託関係）  
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資料 3 
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資料 4 
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資料 3 
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資料 4 

 

 

 

－ 59 －



 
13 

 

８．不良物件宣言を出す 

 ・入札・公募：自治体の手を離れる業者間の競争 

・競争の抑制：不良物件宣言 

事業者にとっての労働組合＝優越的地位を脅かす厄介な存在 

労働組合が居座る職場＝「不良物件」、職場は所詮借り物、敬遠へ 

抗生物質と「競争菌」 

抗生物質と共生する「共生菌」の登場（ユニオンショップ成立の土壌Ⅱ） 

「不良物件」を逆手にとる宣言 

・2 月に関係各社に要望書（宣言）郵送 

 

 

【業界向け統一要望書（不良物件宣言）の趣旨】 

 

①入札、応募にあたっては公正な取引を阻害する不当廉売（ダンピング）を行わ

ず、生活できる賃金が支払える金額を見積ること。 

 （※具体的に要望する賃金・労働条件を列挙する） 

②受注にあたっては、現場で働く委託・指定管理労働者の雇用、賃金、労働条件

を引継ぐこと。 

  （※末尾に、構成する単組名・職場・職種を列挙する） 

                                     

 

・入札や公募の前にダンピングの動き→指名業者や応募対象事業者宛てに要望書送付 

・場合によっては直接、当該事業者を訪問 

 

 

【個別事業者向け要望書（不良物件宣言）の趣旨】 

 

（例）○○○○に働く委託清掃員〇〇名は現在、自治労○○ユニオンに加入してお

ります。今年も契約更改にあたり、清掃員は「会社が替わった場合、引き続き働け

るだろうか」と不安をいだいています。貴社におかれましては、本年３月の入札で、

○○○○における清掃業務契約を落札するに至った場合には、当組合員の雇用を引

き継いでいただきますよう切にお願い申し上げます。 
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９．ユニオンショップを結ぶ 

・「いい仕事」の条件：仕事の単位＝組合の単位(従業員＝組合員)→ユニオンショップ  

 

 

【委託の事例】 

 

 ①労使は委託契約の確保と委託料の改善を通じて、また業務の改善と研鑽を通じ

て会社の発展とユニオン組合員の雇用安定・生活向上に努める。 

 ②労使は業務を通じて市民サービスの向上に努め、市民に信頼され、働き甲斐の

ある職場作りに努める。 

 ③労使は労使協議を第一として、信頼できる労使関係作りに努める。 

 ④会社の従業員はユニオンの組合員とする。 

 ⑤会社はユニオン組合員の組合費を給与からチェックオフし、ユニオンが指定す

る口座に振り込む。 

 

 

 

【社協の事例】 

 

 ①社協において〇〇事業所に従事する職員は以下に定める者を除き、すべてユニ

オンの組合員とする。 

   （1）労働組合法第 2 条第 1項により組合員になれない者 

   （2）社協、ユニオンが協議決定した者 

 ②社協は〇〇事業所に従事する職員の内、ユニオンを除名された者、ユニオンに

加入しない者及びユニオンを脱退したもの者を 1 ヶ月以内に解雇する。 

   但し、職員がユニオンを除名され、訴訟を起こした場合、社協とユニオンは、

協議して解雇について決定する。 
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８．不良物件宣言を出す 

 ・入札・公募：自治体の手を離れる業者間の競争 

・競争の抑制：不良物件宣言 

事業者にとっての労働組合＝優越的地位を脅かす厄介な存在 

労働組合が居座る職場＝「不良物件」、職場は所詮借り物、敬遠へ 

抗生物質と「競争菌」 

抗生物質と共生する「共生菌」の登場（ユニオンショップ成立の土壌Ⅱ） 

「不良物件」を逆手にとる宣言 

・2 月に関係各社に要望書（宣言）郵送 

 

 

【業界向け統一要望書（不良物件宣言）の趣旨】 

 

①入札、応募にあたっては公正な取引を阻害する不当廉売（ダンピング）を行わ

ず、生活できる賃金が支払える金額を見積ること。 

 （※具体的に要望する賃金・労働条件を列挙する） 

②受注にあたっては、現場で働く委託・指定管理労働者の雇用、賃金、労働条件

を引継ぐこと。 

  （※末尾に、構成する単組名・職場・職種を列挙する） 

                                     

 

・入札や公募の前にダンピングの動き→指名業者や応募対象事業者宛てに要望書送付 

・場合によっては直接、当該事業者を訪問 

 

 

【個別事業者向け要望書（不良物件宣言）の趣旨】 

 

（例）○○○○に働く委託清掃員〇〇名は現在、自治労○○ユニオンに加入してお

ります。今年も契約更改にあたり、清掃員は「会社が替わった場合、引き続き働け

るだろうか」と不安をいだいています。貴社におかれましては、本年３月の入札で、

○○○○における清掃業務契約を落札するに至った場合には、当組合員の雇用を引

き継いでいただきますよう切にお願い申し上げます。 
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９．ユニオンショップを結ぶ 

・「いい仕事」の条件：仕事の単位＝組合の単位(従業員＝組合員)→ユニオンショップ  

 

 

【委託の事例】 

 

 ①労使は委託契約の確保と委託料の改善を通じて、また業務の改善と研鑽を通じ

て会社の発展とユニオン組合員の雇用安定・生活向上に努める。 

 ②労使は業務を通じて市民サービスの向上に努め、市民に信頼され、働き甲斐の

ある職場作りに努める。 

 ③労使は労使協議を第一として、信頼できる労使関係作りに努める。 

 ④会社の従業員はユニオンの組合員とする。 

 ⑤会社はユニオン組合員の組合費を給与からチェックオフし、ユニオンが指定す

る口座に振り込む。 

 

 

 

【社協の事例】 

 

 ①社協において〇〇事業所に従事する職員は以下に定める者を除き、すべてユニ

オンの組合員とする。 

   （1）労働組合法第 2 条第 1項により組合員になれない者 

   （2）社協、ユニオンが協議決定した者 

 ②社協は〇〇事業所に従事する職員の内、ユニオンを除名された者、ユニオンに

加入しない者及びユニオンを脱退したもの者を 1 ヶ月以内に解雇する。 

   但し、職員がユニオンを除名され、訴訟を起こした場合、社協とユニオンは、

協議して解雇について決定する。 
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１０．公契約条例を作る 

 ・運動の成果の制度化としての公契約条例 

  まんじゅう構造としての公契約条例 

・雇用を継続しない事業者の存在への対処 

・2016 越谷市公契約条例ができて 

  ①雇用継続条項は賃金・労働条件継続への糸口に 

  ②労働報酬下限額は全体の賃金底上げにつながる。 

 

 
 

図 まんじゅう構造としての公契約条例 

 

 

業務の継続的安定的な確保 

        ↓ 

①新たな事業者に雇用継続の義務付け

②生活できる賃金の支払いの事業者へ

の義務付け 

③自治体への適正な積算の義務付け 

社会的な価値の実現に寄与

 
16 

 

１１．自治体単組にとって  

・情けは人のためならず 

 ・自治体にせり出した地域の住民たち 

・自治体内の様々な分断線。分散線を横につなぐ 

・2006 年 7 月 31 日、ふじみ野市プール死亡事故。担当の課長、係長失職。 

 

１２．不安定化への対処事例 

 （資料 5・6） 

 

１３．幹事の質問に答えて… 

 ・最低賃金の委託料・指定管理料への反映 

 ・委託・指定管理労働者の単価の基準 

 ・定年延長、70 歳までの就労確保の努力義務 

 ・高年齢労働者の安全と健康確保 

 （別紙「参考資料」） 

 

 

以上 
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・自治体内の様々な分断線。分散線を横につなぐ 

・2006 年 7 月 31 日、ふじみ野市プール死亡事故。担当の課長、係長失職。 

 

１２．不安定化への対処事例 

 （資料 5・6） 

 

１３．幹事の質問に答えて… 

 ・最低賃金の委託料・指定管理料への反映 

 ・委託・指定管理労働者の単価の基準 

 ・定年延長、70 歳までの就労確保の努力義務 
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以上 
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第２分科会 

介護・福祉職場の現状と課題 
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第２分科会 

介護・福祉職場の現状と課題 
  

 





 第 2 分科会「介護・福祉職場の現状と課題」 

座  長 千葉 雄太 副議長 

幹  事 太田 道宏 幹事(北海道)（記録）、竹内 雅智 幹事(北信)、山崎 宏史 幹

事(四国) 

助言者等  

講  演 講 師 門﨑 正樹 

役 職 社会福祉局長 

テーマ 介護職員等の処遇改善について 

分科会の 

ねらい 

福祉職場における状況や実態を把握・整理し、処遇改善加算等について理解するこ

とにより、職員の処遇改善や人材確保にどう繋げるかを考える。 

進  行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:00 

 

9:05 

  

 

10:05 

 

10:20 

 

10:30 

 

 

 

 

11:30 

 

11:50 

 

12：00 

座長あいさつ（趣旨、進め方等を含む） 

 

講演「介護職員等の処遇改善について」 
 自治労本部 門﨑 正樹 社会福祉局長 

  

質疑 

 

休憩（WEB参加者をブレイクアウトルームで振り分け） 
 
グループ討議 
・処遇改善加算等は処遇改善に繋げられているか 
・処遇改善のために組合としてどのように取り組んでいるか 
・今後、組合で取り組んでいくことは 
 
各グループより発表 
 
まとめ 
 
閉会 
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第３分科会 

組合活動の活性化 
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第３分科会 

組合活動の活性化 
  

  





 第 3 分科会「労働組合を活用しないのはもったいない」 
～組合活動の進め方と課題の解決法～ 

座  長  坂本 仁 幹事(職域) 
幹  事 川岸 太郎 幹事(東海)、加川 圭一 幹事(中国)、佐藤 裕久 幹事(職域) 
助言者等 北川啓子 自治労本部組織拡大オルグ 
講  演 講 師 北川啓子 

役 職 自治労本部組織拡大オルグ 
テーマ 労働組合を活用しないのはもったいない！ 

分科会の 
ねらい 

 自分たちの賃金や労働条件の改善、職場を守るために労働組合を結成したの
に、要求書の提出率約３０％、交渉の実施約２３％と低調な結果が続く。組合員
の声を聴き、使用者と対等な立場で話し合い、働きやすい職場環境をつくる手法
を学ぶ。 

進  行 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9:00 
 
9:10 
 
 
 
 
 
9:50 
9:52 
9:54 
 
10:05 
 
10:15 
 
10:20 
10:35 
 
11:15 
 
11:25 
 
11:50 
 
11:55 
 
12:00 

座長あいさつ（分科会の趣旨、進め方等を含む） 
 
講演 「労働組合を活用しないのはもったいない！」 

Step１ 組合員の声を聴こう！ 
   Step２ 問題解決の手段を考えよう 
   Step３ 解決にむけた行動をしよう！ 
   Step４ 組合員にフィードバックしよう！ 
 
各自まとめ ①わかったこと ②聞きたいこと 
おしゃべりタイム（隣の人とまとめた内容を述べ合う） 
発表と質疑応答 
 
休憩 
 
グループ討論 
討論の進め方説明 
各単組の実態を整理 
自己紹介、内容に沿った討論 
 
討論のまとめ 
 
グループ討論結果の発表 
 
発表に対するコメント（北川オルグ） 
 
分科会まとめ 
 
閉会  

－ 107 －



労
働
組
合
を活

⽤
しな
い
の
は
もっ
た
い
な
い
︕

総
合
組
織
局

北
川

啓
子

20
23
年
1月

22
日

公
共
⺠
間
評
議
会
春
闘
討
論
集
会

第
3分

科
会
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労
働
組
合
の
力

団
体
交
渉
の
結
果
、労

使
が
合
意
した
事
項
に
つ
い
て
、書

面
に
よ
る
「労
働
協
約
」

を
結
び
ま
す
。

労
働
基
準
法
で
は
「就
業
規
則
は
、法

令
⼜
は
当
該
事
業
場
に
お
い
て
適
⽤
され
る

労
働
協
約
に
反
して
は
な
らな
い
」（
第
92
条
第
１
項
）
と定

め
られ
て
お
り、
労
働

協
約
が
就
業
規
則
よ
り優

位
に
⽴
つ
も
の
とさ
れ
て
い
ま
す
。就

業
規
則
の
定
め
の
うち
、

労
働
協
約
に
反
す
る
条
項
が
あ
る
場
合
に
は
、そ
の
条
項
は
無
効
とな
り、
労
働
協
約

に
定
め
た
条
項
が
効
⼒
を
持
ち
ま
す
。

労
働
協
約
（
労

働
組

合
法

14
条

）

労
働
協
約
＞
就
業
規
則
・労
働
契
約
（
個
別
契
約
）
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労
働
協
約
と

労
使
協
定
の
違
い

労
使
協
定
とは

使
⽤
者
とそ
の
職
場
の
過
半
数
の
労
働
者
で
組
織
され
た
労
働
組
合
、ま
た
は
、過

半
数
を
組
織
す
る
労
働
組
合
が
な
い
場
合
は
、過

半
数
を
代
表
す
る
者
との
間
で
締

結
した
文
書
の
こと
で
す
。

労
基
法
に
は
、三

六
協
定
（
時
間
外
・休
日
労
働
に
関
す
る
協
定
）
や
⼆
四
協
定

（
賃
⾦
控
除
協
定
）
、変

形
労
働
時
間
制
に
関
す
る
協
定
、な
ど、
18
種
類
の
労

使
協
定
が
定
め
られ
て
い
ま
す
。

3

労
働
基
準
法

（
労
働
条
件
の
最
低
基
準
）

労
働
協
約
（
労
組
法
）

労
使
協
定
（
労
基
法
）

「労
働
基
準
法
」の
規
定
を

例
外
的
に
許
容
す
る
こと
が

で
き
る
規
定
（
弁
罰
規
定
）

労
使
交
渉
に
よ
って

労
基
法
、就

業
規
則
を

上
回
る
条
件
を
締
結
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意
⾒
を
聴
く

少
数
職
場
の
要
求
実
現
の
た
め
に
、団

交
とは
別
に
当
局
と少

数
部
署
の
組
合
員
との
意
⾒
交
換
会
を
⾏
い
直
接
当
局

と話
せ
る
場
を
つ
くっ
た
。

コロ
ナ
禍
で
職
場
の
⾏
き
来
に
制
約
が
で
き
た
とき
、Z
O
O
M
で
職
場
オ
ル
グ
を
⾏
った
。組

合
員
か
らは
職
場
の
都
合
の
よ

い
時
間
に
設
定
で
き
て
よ
か
った
と感

想
が
あ
った
。

春
闘
前
に
は
全
組
合
員
に
「法
⼈
に
要
求
した
い
も
の
」と
「職
場
の
要
求
」と
、わ
け
て
ア
ンケ
ー
トで
意
⾒
を
聞
い
て
い
る
。

職
場
単
位
の
少
⼈
数
で
集
ま
る
な
ど、
コロ
ナ
禍
で
も
工
夫
して
対
面
で
組
合
員
と話

す
機
会
を
つ
くっ
た
。

単
組
で
の
取
り組

み
例

St
ep
１

組
合
員
の
声
を聴

こう
︕
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St
ep
2
問
題
解
決
の
手
段
を考

え
よう

労
働
条
件
の
改
善
に
は

団
体
交
渉
︕

自
治
体
単
組
、自

治
労
県
本
部
、連

合
と連

携
した

⾸
⻑
、議

会
対
策
︕

施
設
の
廃
⽌
や
縮
⼩
、委

託
な
ど利

⽤
者
に
も
関
わ
る
課
題
に
つ
い
て
は

市
⺠
、利

⽤
者
と連

携
した
取
り組

み
︕
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St
ep
３

解
決
に
む
け
た
⾏
動
をし
よう
︕

運
動
の
サ
イ
ク
ル

団
体

交
渉

ま
で
の

流
れ
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使
⽤
者
か
らの
提
案
に
疑
問
が
あ
る
場
合
、特

に
改
悪
提
案
の
場
合
は
その
根
拠
や
その
提
案
を
⽰
した
理
由
を
確
認
し

ま
しょ
う。

主
張
す
べ
き
こと
は
主
張
しま
す
。そ
の
上
で
合
意
点
を
⾒
つ
け
る
よ
うに
努
⼒
す
る
こと
も
⼤
切
で
す
。

使
⽤
者
側
か
ら妥

協
案
な
どが
出
され
た
場
合
、必

ず
⼀
度
組
合
に
持
ち
帰
り、
執
⾏
委
員
会
な
どで
協
議
を
しま
す
。

内
容
に
よ
って
は
組
合
員
全
員
の
意
⾒
を
聞
く機
会
を
つ
くり
ま
す
。

回
答
に
不
服
の
場
合
、納

得
で
き
な
い
場
合
は
団
体
交
渉
の
回
数
を
重
ね
ま
しょ
う。

交
渉
を
重
ね
て
も
納
得
で
き
な
い
場
合
、期

限
を
決
め
て
それ

ま
で
に
何
らか
の
形
で
妥
結
す
べ
き
事
項
と、
継
続
交
渉
事

項
とし
て
持
ち
越
す
事
項
が
あ
りま
す
。

団
体
交
渉
の
ポ
イン
ト

管
理
運
営
事
項

「
地
方
公
共
団
体
の
事
務
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
事

項
は

、
交

渉
の

対
象

と
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
」

（
地
公
法
第
5
5
条
第
3
項
）

経
営
権
「
業
務
命
令
権
、
人
事
権
、
施
設
管

理
権

」
管
理
運
営
事
項

（
経
営
権
）
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
人
員
整
理

が
行

わ
れ

た
り
、
職

員
の

勤
務

地
、
勤

務
時

間
な
ど
の

労
働
条
件
が
影

響
を
受
け
る
場
合
、
評
価
制
度
に
よ
っ
て
給
与
に
影
響
が

出
る
場

合
な
ど
、
組

合
員

の
雇

用
や

労
働

条
件

に
影
響
を
受
け
る
と
き
は
、
交
渉
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

「
管
理
運
営
事
項

」
と
い
う
言

葉
で
逃

げ
さ
せ

な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

St
ep
３

解
決
に
む
け
た
⾏
動
を
しよ
う︕
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数
は
⼒

労
働
組
合
の
組
織
率

仲
間
づ
くり
に
つ
い
て

組
合
の
存
在
だ
け
で
は
、
労
働

条
件

は
改

善
し
ま
せ

ん
。
み

ん
な
で
意

見
を
出

し
合
っ
て
要
求
書
を
つ
く
り
、
団

体
交

渉
を
し
て
、
交

渉
で
よ
い
結

果
が

出
て
は

じ
め
て
労
働
条
件
が
改
善
し
ま
す
。

交
渉

力
が

弱
け
れ

ば
、
団

体
交

渉
で
い
い
結

果
を
出

す
こ
と
が

難
し
く
な
り
ま
す
。

数
は
力
に
な
り
ま
す
。
仲
間
を
増

や
し
要

求
を
実

現
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
！

組
合
員
数

正
規
職
員
＋
非
正
規
労
働
者
＋
再
雇
⽤

＝
組
織
率

単
組
の
組
織
率
の
⺟
数
に
は
正
規
職
員
だ
け
で
な
く、
非
正
規
労
働
者
や
再
雇
⽤
も

含
め
た
全
職
員
が
対
象
で
す
。

労
働
基
準
法
の
労
使
協
定
（
36
協
定

な
ど）

を
結
ぶ
権
利
を
労
働
組
合
が
確
保

す
る
た
め
に
は
、労

働
組
合
が
労
働
者
の

過
半
数
を
組
織
し過

半
数
代
表
組
合
と

な
る
必
要
が
あ
りま
す
。

交
渉
⼒
ア
ップ
に
は

仲
間
を
増
や
す
こと

は
必
須
で
す
︕

St
ep
３

解
決
に
む
け
た
⾏
動
を
しよ
う︕
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St
ep
４

組
合
員
に
フィ
ー
ドバ
ック
しよ
う︕

団
体
交
渉
を
した
ら必

ず
結
果
を
組
合
員
に
伝
え
ま
しょ
う

報
告
は
、機

関
紙
や
職
場
集
会
、職

場
オ
ル
グ
な
どで
伝
え
ま
す
。

前
進
回
答
の
内
容
を
伝
え
る
とと
も
に
、交

渉
の
争
点
、と
くに
労
使
で
隔
た
りが
⼤
き
い
項
目
も
説
明
しま
す
。

次
の
取
り組

み
に
つ
な
げ
る
た
め
に
も
、組

合
とし
て
の
成
果
と課

題
を
組
合
員
と共

有
す
る
こと
が
必
要
で
す
。

自
治
労
の
会
議
や
集
会
に
参
加
組
合
活
動
を
伝
え
る

集
会
や
会
議
で
得
た
情
報
は
執
⾏
委
員
は
も
ち
ろ
ん
の
こと
、組

合
員
とも
共
有
しま
しょ
う。

組
合
結
成
時
の
思
い
や
これ
ま
で
の
勝
ち
取
って
き
た
こと
な
どを
組
合
員
に
伝
え
よ
う

事
例
︓
単
組
機
関
紙
とは
別
に
団
交
の
当
日
に
は
FA
Xで
交
渉
の
状
況
を
職
場
に
伝
え
て
い
る
。

これ
ま
で
勝
ち
取
って
き
た
こと
を
⼀
覧
に
して
組
合
員
に
配
布
、総

会
議
案
資
料
に
も
⼊
れ
毎
年
更
新
す
る
よ
うに
した
。
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活
動
を振

り返
る

参
考

資
料

執
行

委
員

会
な
ど
で
活

用
し
て
く
だ
さ
い
。

公
共
⺠
間
評
運
動
の
手
引
き

24
〜
25
ペ
ー
ジ

公
共
⺠
間
単
組
の
活
動
チ
ェッ
クリ
ス
トの
評
価
基
準

◎
5
自
ら進

ん
で
取
り組

ん
で
い
る
。

○
4
県
本
部
等
の
助
言
を受

け
な
が
ら、
何
とか
取
り組

ん
で
い
る
。

△
3

取
り組

ん
で
は
い
る
が
、課

題
も
多
い
。

▲
2
取
り組

ん
で
は
い
な
い
が
、取

り組
む
つ
も
りは
あ
る
。

×
1

今
は
取
り組

む
つ
も
りは
な
い
。
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第３分科会「労働組合を活用しないのはもったいない～組合活動の進め方と課題の解決法～」 
 
【おしゃべりタイム】 
① 組合員の幸せを実現しよう   講師：自治労本部組織拡大 北川オルグ 
 
○わかったこと 

・                                           

                                            

・                                           

                                            
 
 
○聞きたいこと 

・                                           

                                            

・                                           
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【グループ討論】                               2023 資料 
１．自己紹介（２分以内／人）                               
 ・名前 
 ・出身都道府県 
 ・出身単組 
 ・職場の紹介 
 ・第３分科会に参加した目的 
 ・実は○○です。（例：実は、鬼木参議院議員の親戚です。） 
 
２．あなたの職場の雰囲気はどんな感じですか。                       
 
 
 
 
３．組合員の声を聴き、その声を要求書にまとめて使用者に提出していますか。         
 
 ・Yes  要求項目はどのように集めていますか。 
 
 
 
 ・No  要求書がつくれない理由はありますか。 
 
 
 
４．解決に向けた行動について                               
 
 ・組合役員の方  労使交渉にあたってどのような準備をしていますか。 
 
 
 
 ・組合員の方   組合が今何をしているか、どんなことに取り組んでいるか知っていますか。 
          知っていることの記入とそれはどのような方法で伝えられていますか。 
 
 
 
５．組合の行動によって、賃金・労働条件や職場環境が改善された事例を記入してください。     
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第４分科会 

組織内および協力議員との連携について 
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第４分科会 

組織内および協力議員との連携について 
 

 





 第４分科会「組織内および協力議員との連携について」 
座  長 平間 
幹  事 羽太（記録等） 
助言者等 講師および事例報告者 
講  演 講 師  

役 職  
テーマ 自治体議員との連携 

分科会の 
ねらい 

公共民間労働者の賃金・労働条件は、地方議会の動向が大きく影響されています。地域
の安定した質の高い公共サービスを提供するためには、自治体議員に公共民間労働者が
置かれている低賃金や劣悪な労働条件、不安定雇用等の立場を理解してもらうには、ど
のような取り組みが必要なのかを学び、自治体議員と連携をすすめ、公共民間労働者が
抱える課題解決に向け、組織強化をはかる。 

 
進  行 
 

 
9：00 
 
9：05 
 
 
10：05 
 
10：20 
 
10：30 
 
 
 
 
 
 
11：30 
 
11：45 
 
12：00 

 
司会（座長）あいさつ 
 
講演「自治体議員との連携」 
講師 澤田郁夫さん（栃木県本部副委員長） 
 
意見交換 
 
休憩 
 
事例報告（報告30分×2） 
①足利市議会議員 

吉田晴信さん（栃木県本部足利市公共サービスユニオン） 
②五泉市議会議員 

佐藤良徳さん（新潟県本部ごせん福祉会職員労組/元全国幹事） 
  
意見交換 
 
まとめ 
 
終了 
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総 行 経 第 3 1 号 

令和４年 1 0月 1 1日 

 

各都道府県行政改革担当部局長 

各都道府県市区町村担当部局長 

各指定都市行政改革担当部局長 

 

総務省自治行政局行政経営支援室長 

 

 

 
原材料価格、エネルギーコスト等の上昇に係る 

指定管理者制度の運用の留意点について 

 
令和４年８月26日に発出された「地方公共団体の調達における中小企業者の受注機会

の確保等について」（令和4年８月26日付総行行第233号自治行政局長通知）において、

「官公需契約の一部に過度な低価格競争が生じていることや最低賃金の引上げに向けた

環境整備の観点等を踏まえ、需給の状況、原材料及び人件費等の最新の実勢価格等を踏

まえた適切な予定価格の作成、低入札価格調査制度、最低制限価格制度等の適切な活用、

最低賃金額の改定や労務費、原材料費、エネルギーコスト等の実勢価格に係る契約後の

状況に応じた必要な契約変更の実施等の適切な対策を講ずること」とされております。 

日本銀行が毎月発表する企業物価指数においては４１年ぶりの上昇水準となっている

等、今般の原材料価格、エネルギーコスト等の上昇により指定管理者が負担する経費が

増加するものと考えられますが、当該経費の増加については、各地方公共団体と指定管

理者との間で締結した協定等において、リスク分担の考え方が示されている場合は当該

考え方に基づき対応し、地方公共団体と指定管理者の間で協議をすることとされている

場合は当該協議に基づき取扱いを定める等、協定等に基づき適切に対応されるべきもの

です。また、協定等において取扱いが明確でない場合は、地方公共団体と指定管理者と

の間で別途協議を行い、取扱いを決定することが必要であると考えられます。 

つきましては、指定管理者制度を導入している地方公共団体におかれましては、以上

のことを踏まえ、適切な運用に努められますようお願いします。 

また、各都道府県市区町村担当課におかれましては、貴都道府県内の市区町村に対し

ましても、本通知について周知方よろしくお願いします。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項に

基づく技術的な助言であることを申し添えます。 

担 当 

電話番号 
 
 

総務省自治行政局行政経営支援室 
03-5253-5519（直通） 

03-5253-5992 

gyoukaku@soumu.go.jp 

殿 

＜参考資料①＞
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